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日本における1990年代の大学改革

黒 羽 亮 一*

はじめに,改革ムードはなぜ起きたか

I.大学改革政策の経絡

1. 昭和38年と同46年の中教審答申

2. 臨教審の基本的視点

3. 大学春の迅速な設置とその審議

Ⅰ.大学改革の進展状況

1. 高等教育の個性化 ･多様化

多彩な学部名と研究科名/変った学位の性格と表記方法 (学士の学位化 ･博士課程の性格

変更)/学位授与機構における学位申請の受付 (短大高専卒プラス専攻科 ･各省庁大学校卒

への学位授与)/さまざまな制度の柔軟化 (編入学定員枠 ･単位互換 ･大学外の学習の認定

･社会人特別選抜 ･入学時の弾力化)/高等専門学校と短大の位置づけに関する問題

2. 学部教育の改革

大学の教育課程/大学設置基準の主要な改正点/授業の充実 (FD･シラバス･学生の捜

業評価等)/国立大学の教養部廃止

3. 大学院の拡充

いまなぜ大学院拡充政策か/遅れていた大学院政策 (戦前から1970年代まで/省令設置基

準制定による大学院匪策の展開)/急増中の大学院/大学院改革の内容と大学院設置基準の

再改正/整備充実の計画と統制/さまざまな大学院の展開 (独立研究科 ･独立大学院 ･連携

大学院 ･教育方法の改革)/人文社会科学系大学院発展の可能性/米国に習うというが

Ⅲ.高等教育財政の現状と課題

1. 公財政支出を中心に見た財政の現状

国 ･公 ･私立の特長/国立大学の予算/私立大学等に対する国の補助/研究者 ･学生に対

する財政支援

2. 高等教育財政の課題

対国民所得比は少ないというが/学生納付金は世界一高額だが

*学位授与機構教授 ･審査研究部長

- 3-



は じめ に ･改革ムー ドはなぜ起きたか

日本には国立 ･公立 ･私立をとりまぜて552校の大学があるが (1994年),今その多くが組織やカ

リキュラムの改革に取 り組んでいる｡未着手の大学でも,改革に原理的に反対しているところは殆

どなく,諸般の事情で改革に着手できないことからの焦燥感にかられている｡これは現在の大学制

度が,米軍の占領下の1949(昭和24)年に発足して以来の現象である｡

大学改革の音頭をとっている文部省は何種炉かのPR出版物で, ｢高等教育の個性化｣ ｢教育研

究の高度化｣｢組織運営の活性化｣が,その取 り組みの基本姿勢であるとしている｡また改革の方

向は ｢教育機能の強化｣ ｢世界的水準の教育研究｣ ｢生涯学習-の対応｣であるとしている｡この

ような現象がなぜおこったかを一言でいうのは難しいが,強いていえば現行の大学制度が発足以来

半世紀近くを経ているのに,その間,不断の改革が行われなかったために,欠陥が山積した点にあ

ろう｡

社会は時 刻々々と変化しているのに ｢新制大学｣の運営方法は発足時と余 り変わらず,教育が画

一的や,組織は沈滞していた｡研究永準にも尚題のある分野が見られるようになった｡海外の知日

家は日本の初等中等教育の水準の高さや効率のよさを賓揚する反面,高等教育の沈滞を,かならず

指摘するよう転なったd ,(EZTaFF∴Vogel;Japan■asFNoOne,1979など)

このため,政府の中央教育審議会 (中教審)･臨時教育審読会 (臨教審)･大学審議会 (大学審)

などは,大学を中心とした高等教育の抜本改革を主張し続けてきた｡そして,大学の組織編成とそ

の連常の憲法のようなもので,大学人には ｢大学を硬直化させるもの,改革を阻むもの｣といわれ

ていた大学院設置基準と大学設置基準 (ともに文部省令)を1989年と91年に抜本改正した (以下単

に ｢設置基準｣と記述した場合は,この2を指す)0

こ'hによっ七,大学の側は ｢政策や行政が悪いからだ｣と社会に主張しにくくなり,いわば ｢退

路を断たれた｣形になった｡さらに,文部省は改革を行う大学には標準よりも多くの予算をつける

とか,教員をより多く配当するという ｢誘導措置｣を取っているO設置者が文部省である国立大学

の場合は,その影響力は大きい｡

やや細かいことになるが,大部分の国立大学は ｢横割 り組織｣の問題を抱えていたO旧大学設置

基準では,その授業科目は一般教育科目等と専門教育科目とに厳密に分けられていた｡その教育組

織についての格別の定めはなかったが,前者のための1年半ないし2年の教養部 (ないし課程)と

専門学部が積み上げられる組織になっている大学が多かった｡ ｢横割 り｣の組織で,それにさまざ

まな歴史的事情が積み重なって,教養部 (ないし課程)の教員は専門学部の教員に比べて,授業の

待ち時間など教育負担が大きいのに,待遇が悪いといった状態が続いていた｡改正された大学設置

基準では,この授業科目の区分は解消されたが,それに伴う大学内部の組織の改善と教員処遇の平

準化には,国立の場合には,その設置者である文部省の承認を受けなければならないOこれが,改

革の速度をあげる原田になっている｡

私立大学の場合にも補助金による誘導は行われており,一定の効果を収めている｡しかし,大き

な問題はそれ以外の点にある｡経費の多くを学生納付金に頼る私立で紘,大学人学年齢である18歳
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人口の減少という問題に晒されている｡18歳人口は1970年代から'80年代前半までは160万人前後ど

ったが,以後増加してピーク時の91,92年には200万人を超した｡しかし,既に減少を始めており,

2000(平成12)年には再び150万人になる｡さらに最近の出生状況を見ると,やがて120万人程度に

減少する｡大学経営を企業経営に擬すと,これまでは人口増と進学率の上昇に支えられて ｢万年成

長産業｣だったが,今後は確実に ｢慢性構造不況産業｣の仲間入 りをするのである｡

すでに,社会的な評価を得ている ｢銘柄大学｣も含めて,多くの大学はこのことを心配しなけれ

ばならない｡18歳人口の奪い合いや,社会人で学習意欲のある者の獲得競争は,私立大学相互の間

で,また国公立と私立との間で,既に激烈になっている｡このために,大学の組織やカ1)キュラム

の再構築 (restructure)に熱が入っている｡それに,私立大学の組織形態や内容をできるだけ国立

に近づけるための行政指導が行われ,また補助金による誘導も行われている｡また ｢私立は国立の

補完的存在｣という実体と,それについての大学人と社会の認識もなお残っており,国立の改革ム

ードが私立に影響している面も大きい｡

以上は主として大学学部の改革についての指摘だが,これに連動した大学院の改革が同時に進行

している｡現在の学制の設定に大きく影響している米国では,学部では市民育成の教養教育が中心

で,本格的専門教育は大学院で行なわれている｡しかし,日本では学部を最高の教育機関とし,大

学院は学問後継者の ｢溜 り場｣にすぎないとする,旧学制のもとで培われた意識が強い｡実体とし

ても東京大学などの法学部では,学部卒をただちに助手に採用して,課程制大学院を尊重していな

い分野もある｡さらに,最近の数年間はともかく,長い間大学院に対して十分な投資が行われなか

ったために,理工系ではともかく,人文 ･社会系では大学院の発展は見られなかった｡

それらのことは単に政策の貧困というだけでなく,日本的なもっともな事情もあるのだが,文部

省は今回の大学改革に際しては,そこには ｢目をつぶった｣ように,大学院設置基準の改正を学部

の設置基準改正に先行させるなど,格段の配慮をしている｡それは多数の大学教員にとって, ｢大

学院の教育に参加できる｣という形式的な地位の向上と,僅かな待遇改善しかもたらさないものだ

が,それでも ｢快適な改革の誘い｣のようである｡

以下はそのような最近の大学改革に至る経緯とその進展状況を主要記述として,最後に大学を中

心とした高等教育財政の課題について略述した｡改革を支援する財政状況の検討の必要性は大きい

と判断したためである｡あらかじめ断 りをしておく̀と,大学審議会の答申や文部省の法規改正に際

して強調された点の多くに言及してはいるが,それらを決して網羅したわけではない｡また,一部

に政策や行政を批判した記述もあるが,これは個人的な見方にすぎず,日本において広く流布され

ているものではないO筆者の勤務する学位授与機構についても,それが大学改革の一端として設け

られたものだけに言及しないわけにはいかない.しかし,これは個人的な見方による記述で,学位

授与機構の公式見解ではない｡

Ⅰ.大学改革政策の経緯

1. 昭和38年と同46年の中教審答申

新制大学の組織編成 ･管理運営 ･教育内容と方法についての疑問はその創設の直後からあり,政
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策的には中教審が1960年から3年ほどかけて行った審議で,ある程度整理されていた (昭和38年答

申)｡ しかし,･そのころは国立大学と文部省との間は緊張関係にある場面が多かった｡ それは,戟

前に大学に対する社会からの統制が文部省を通して行われた経験から, ｢行政の強化｣と ｢大学の

自由の侵害｣は比例関係にあると,漠然と認識されていたためである838年答申では,国立大学の

管理運営の不備を是正するために ｢国立大学運営法｣の制定を準備したが,大学側の反対で法案を

提出できなかった｡またこの時には,世論も大学の側に味方していた｡

中教審 ･38年答申が,大学からは黙殺された状況の中で,1968年から ｢大学紛争期｣を迎えるこ

とになった｡この時期の紛争は米 ･仏 ･独そして日本と,先進各国で目立った｡戦後社会の経済繁

栄の陰の人間疎外,ベ トナム戦争反対運動や中国の文化大革命の思想的影響など,さまざまな原田

が指摘される｡それらは部分的には当たっているが, ｢あの時期の先進国の若者の造反は何だった

か｣について,多くの人を納得させる総括は,いまだに行われていないO

日本の代表的大学である東京大学で,キャンパスが半年以上も学生に占拠され,管理運営等の欠

陥が露呈され,関学以来前例のない ｢入学者選抜の中止｣といった事態を生じた｡このため世論も

かつてのように大学の側を支持しなくなった｡この情勢変化を背景に,1971(昭和46)年に中教審

･46年答申が行われた｡'r今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について｣

という長いタイトルのこの答申は大学紛争の到来と長期化を予測して,大学改革のために行われた

というものではない｡ 文部大臣から中教審への諮問が行われたのは紛争前の1967年で, ｢明治100

年,戦後20年｣という時期に,学校教育全般を見直そうというものだった｡

しかし,46年答申は大学紛争という ｢追い風｣を受けて,あまりにも広範に,その抜本改革を求

めすぎた｡このため紛争が収拾して元気を回復した大学人の反発を招いただけでなく,いったんは

それを支持していた世論も当惑して,画餅に帰した面も多か-った｡例えば大学を総合領域型 ･専門

体系型 ･日的専修塾に種別化しようとか,一部の国立大学を特殊法人化するとともに,一部の私立

大学には国立とあまり変わらない投資をして実質国立化するとかという指摘があった.こういう措

置は, ｢学歴社会｣という言葉に象徴されるように, ｢大学地図｣が社会構造に深く結びついてい

る以上は,社会全般に革命的な変化でもおこらない限り,不可能であった｡

それでも中教審答申を受けた文部省は大学学術局 (当時)庶務課を高等教育計画課に改組して,

いくつかの改革に着手した｡高等教育計画の策定は,その大きな仕事だった｡ほかに,筑波 ･新構

想大学の創設,大学設置基準の数回の部分改定,大学院設置基準の制定,私学振興助成法の制定,

｢1県1医科大学設置｣計画の発足,放送大学の創設準備などが始まった｡

2.臨教審の基本的視点

その十数年後に臨教審が設置された (1984年9月)｡ その直前の高等教育の状況は,財政難のた

めにその拡充はとどこおり,一方多くの大学では紛争が遠のいたこともあり,現状維持的な沈滞ム

ードにあった｡そこで臨教審で高等教育問題を審議した第4部会 (部会長は飯島宗一名古屋大学長

･当時)は以下のようなスタソスを取った｡

①個別大学に対しては臨教審の自由化論に沿って,大学設置基準などの規制を緩和して,自らそ
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の責務を自覚し,社会との交流を深めるなど,自己点検を継続しつつ自己改革をすることを促そう

とした｡②文部省に対してほ,高等教育や学術に関する行政については初等中等教育行政とは異な

った特色が存在することを確認させようとした｡③政党や大蔵省 ･総務庁に対しては,臨教審とい

う舞台を利用して高等教育への理解と関心を喚起し,高等教育財政への理解を求めた｡

その結果,1986年4月に第二次答申で示したのは,①に関する基本事項として, ｢高等教育機関

の多様化と連携｣｢学部教育の充実と個性化｣｢大学の評価と大学情報の公開｣ ｢大学院の飛躍的充

実と改革｣等である｡その多くの項目は,その後大学審議会でさらに具体化のための審議を経て,

現在実施されている｡高等教育の改革に関する限り臨教審は,多くの仕事をしたということができ

る｡これは,臨教審で指摘できた事項には従来から大学設置審議会 ･計画部会などで提唱されてい

たこともある,中教審46年答申以降の政策の方向に沿ったものだったためでもある｡

中教審46年答申には大学改革を行政主導で実施するようなニュアンスがあったのに対して,臨教

審答申には,あくまでも国公私立大学の自主性と合意によって実施していこうというニュアンスに

変わっていた｡それは(参に関して, ｢高等教育のあり方を基本的に調査審議する恒常的な機関であ

る大学審議会の設置｣という提唱となった｡なお,③は第二次答申後に検討されたが,臨教審の基

本性格と当時の財政事情という壁に当たって,目的を達成することができなかった｡

3. 大学春の迅速な設置とその審議

大学審議会設置等に関する学校教育法改正案は1987(昭和62)年 9月に臨時国会で成立した｡臨

教審答申でも初等中等教育や生涯教育に関する部分は･臨教審終了 (87年戸､町 後,さらに日時を(i.･>一

経過したのちの閣議決定を経で浜重に,それも一部分だけを実行に移したにすぎなかった｡それに

対して大学審の設置は第二次答申の直後から準備に入 り,同年2月には関係法案が国会に振出され

ていた｡それでも大学関係者にはもはや強い反対はなかったものの;:社会党 ･共産党には ｢大学へ

の政府の干渉で,学問研究の自由の侵害である｣とするマンネリズム的な反対が存在した｡このた

め定例国会では継続審査となり,7月からの臨時国会に持ちこされたOそして8月19日,衆議院文

教委員会は賛成の自由･公明 ･民社三党と社会･共産との乱闘ののち,三党により強行採決され,

法案成立-の道を漸く開いたのである｡

しかし,成立後はただちに大学審委員が任命されて,迅速な活動が始まった｡これは,文部省が

臨教審答申の内容を,ほぼそのまま大学春への諮問理由にしたからである｡87年10月に行われた文

部大臣の諮問理由説明では本稿冒頭に紹介した,現在文部省がしきりに強調している,①大学院の

充実と改革による教育研究の高度化,②高等教育の個性化 ･多様化の視点での学部教育の改革,③

組織運営の活性化の3点が ｢柱｣としてあげられている｡しかも①については,量的な拡充,研究

者養成の視点だけでなく高度専門職業人の養成,学位制度の円滑な実施,学位授与機関の設置が,

②については大学設置基準の大綱化 ･簡素化,短大 ･高等専門学校の改革と,それらと大学との相

互連携を,③では大学評価,民間資金の導入,産官学の連携協力,教員の選択的任期制の導入,学

外者の意見を入れる大学運営の仕組,など具体的事項が多数示されていた｡この諮問に対する大学

審議会の答申とその実施は,以下のように滞りなく行われている｡次節以降はこの改革の具体的状
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沢を示しながら,論評を加えていきたい｡

88年12月 :答申･大学院制度の弾力化

ゆ大学院設置基準等の改正 .施行 (89年9月)

91年2月 :答申･大学教育の改善/学位制度の見直し及び大学院の評価

学位授与機構の創設/短大教育の改善/高等専門学校教育の改善

¢学校教育法 ･国立学校設置法改正 (91年4月),施行 (同年7月)

91年5月 :答申 ･大学設置基準及び学位規則の改正

平成 5年度以降の高等教育の計画的整備

大学院の整備充実

¢大学と短大の設置基準 ･学位規則を改正 (91年6月),施行 (同年7月)

6月 :答申･高等専門学校設置基準の改正

時高等専門学枚設置基準を改正 (91年6月),施行 (同年7月)

11月 :答申･大学院の量的整備J

93年9月 :答申･夜間に教育を行 う博士課程

¢大学院設置基準を再改正 ･施行 (93年10月)

報告 ･大学入試の改善に関する審議のまとめ

94年6月 :答申･教員採用の改善

部会報告､･組織運営部会の審議概要

Ⅱ.大学改革の進展状況

1. 高等教育の個性化と多様化

(7)多彩な学部名と研究科名

最近の大学の状況を示す話題として,以下のキーワードの各ひとつ,ないし組み合わせで大学の

学部名は無限に増える,と言われている｡

第r群 :社会 ･教養 ･経営

第2群 :人間 ･国際 ･地域 ･文化

第3群 ;現代 ･情報 ･環境 ･総合 ･開発

旧大学設置基準には, ｢学部の種掛 も 文学,法学,経済学,商学,理学,医学,歯学,工学及

び農学の各学部,その他学部として適当な規模内容があると認められるものとする｣とされて,こ

こに例示された旧制大学に存在した学部が,その本来の姿であるという認識が,大学の内外にあっ

た｡旧制大学に設けられていた学部数は ｢法文学部｣等の複合学位を含めて14だった｡それが新制

大学になった1949(昭和24)年に新たに30の学部が生まれた｡後述の教養学部もその一つだが,大

部分は旧学制時代は専門学校段階の教育だった芸術 ･家政 ･教育 ･外国語 ･水産 ･獣医などの学部

である｡これが設置基準に ｢その他学部｣という表現となった理由だろう｡

その後新学部はあまり増えなかった｡20年後の1969年までにできた学部は,看護学 ･栄養学など

16だった｡また,それから1979年までに生まれた学部は国際関係 ･人間関係 ･経営情報 ･学校教育
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など9にすぎなかった｡ したがってこの年までの学部名称の総計は69であるoしかし,それから14

年後の1993年現在,学部の種塀は何と115もある｡新設置基準では ｢学部は,専攻により教育研究

の必要に応じ組織されるもので--｣とその例示を廃止してしまった｡

これは,大学の発展と改革にとって象徴的なことである｡情報 ･保健 ･栄養 ･社会福祉などの名

称の学部が設けられるようになったことは,専門技術や実学的な職業分野の教育 ･訓練が大学学部

乃至大学院段階まで深まってきたということで,理解のそう難しいことではない｡しかし,設置基

準での学部名の例示廃止と,キーワード組み合わせによる学部名増加には,日本の大学の大きな性

格変更が象徴されている｡厳密ではないが,ごく簡単に分か りやすくいってしまえば, ｢大学の模

範が ドイツからアメリカに変わったことが決定的になった｣ということである｡

アメリカモデルのルーツはやはり1949年に新制大学制度が発足した時に遡る｡東大では本郷の伝

統的学部はそのままに,駒場の旧制第一高等学校のあとに教養学部が出来た｡東大生全員の前期教

育 (教養課程)を担当するほかに,教養学科としての卒業生も出すから,単に ｢教養部｣ではなく,
i

｢学部｣となっためである｡その推進者の1人に無教会派クリスチャソとして有名だった内村鑑三

門下の矢内原忠雄,初代教養学部長がいた｡彼は, ｢日本の大学には ドイツ流の大学だけでなく,

米国の農科大学に習って始まった札幌農学校 (内村の母校でのち北海道帝大)の歴史がある｣とし
I

きりに述べていた｡新制大学における前期 ･ゝ後期各課程という ｢横割 り｣の制度は,旧制時代に身
■

分の異なった,高校と大学の教員をともかく繋げる苦肉の策ではあったが,以上のように沿革を語

ることも可能だったc
l l

新制大学が豪だ草創期だった1953年に,アメ･)カの rliberalartscollege｣をほぼそのまま模範㌔

として,国際基督教大学 (ICU)教養学部か発足した｡1969年には夷語教育の充実で有名な津田塾

大学 ･学芸専部に国際関係学科が誕生した｡英語教育は英文学科同様に充実させておいて,国際関与 11～
係論や地域研究など,第二次大観後離陸した学問分画を教育しようという課程である｡最近新設さ■

れる,キーワード組み合わせの多くの学際学部の教育課程は,旧形の専門課程よりは専門科目の範
･ 一

囲を広くし (深さわ面で劣ることは避け難い),外国語教育を重視したりして,東大やICUの教養

学部,津田塾の国際関係学科などを変形していったものと総括することができる｡

学際学部が増えたとはいえ,学部総数1,363のうち,文学 (151),経済 (146),法学 (110),工

学 (110)などと,圧倒＼的多数は旧型学部である (1993年)｡社会の方も,馴染みの薄い学際学部の
l

卒業生を抵抗なく受け入れるようになるには時間を要しよう｡しかし,既設学部といっても旧学制

に比べれば専門教育の期間が短縮されているために,専門性はそう深いものではない｡また社会構

造ゐ複雑化 ･高度化に伴らて,､大学教育で扱いたい情報量は増えているから,学部段階の専門性な

どといってもたかが知れたもので, ｢専門基礎教育ないし専門性を持った教養教育｣というニュア

ンスに変ることが,今後の方向とされている｡人文 ･社会系の伝統的学部には私立のマスプロ学部

が多くて,それらは今日の大学改革ムードの中でも殆ど動いていない｡しかし,規模がそれほど大

きくない国立大学などでは,伝統的学部にも改革の風が吹きはじめている｡
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(イ)変った学位の性格と表記方法

学士の学位化

1991年の学校教育法と大学設置基準の改正により学部名とともに,学位のあり方もいくつか大き

く変わった｡第1に,これまで学部卒に与えられる ｢学士｣は称号で, ｢修士｣ ｢博士｣のみが学

位だったが,学士も学位とするように学校教育法と学位規則 (1953年制定,文部省令)が改正され

た｡また短大卒業者は準学士と称することができるように学校教育法が改正された｡

学士は,1886(明治19)年の帝国大学令で,帝国大学の卒業者に与えられる称号となった｡これ

は大学令 (1918)でも,学校教育法 (1947)でも表現方法は変ったが,実体は変わらなかった｡学

校教育法は ｢4年以上在学し,一定の試験を受け,これに合格した者は学士と称するこ とが で き

る｣(旧63粂)としていた｡しかし,米国には doctor(博士)master(修士)の他に bachelor(学

士)が,さらに短大卒に対する準学士 (associatedegree)まで存在することと,後述のように大学

卒以外の篤学者の救済を考慮して学位とすることになった｡具体的には学校教育法を ｢大学は文部

大臣の定めるところにより,大学を卒業した者に対し学士の学位を--｣(現68粂?2)と改めたの

である｡

第2に,学士 ･修士 .博士を通して,従来は専攻分野カき設置基準や学位規則で示され, ｢××博

士,△△学士｣などと冒頭に表記することになっていたが,これを ｢博士 (×不)｣｢学士 (△△)｣

と表記することになり,専攻分野も大学が任意に決めることができることになった｡

旧学士の名称は旧大学設置基準に文学士 ･法学士など29種類,修士の名称は旧学位規則に工学 ･
r 1r

理学 ･国際学などと28種類,博士は学術博士も含めて19種類示されており,それ以外の専攻を名乗
＼ 7 1

ることは許されていなかった｡これが自由になり,学部で教育学や心理学を専攻した者に ｢教育学｣
＼

ではなくて,｢学士 (人間科学)｣という学位記を授与するなど,新しい試みをはじめた大学もある｡

博士課程の性格変更

博士課程の目的は,従来は ｢自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及び豊かな学識を

養う｣とされていたoLかし,平成元年の改正で ｢自立して｣が削られ,また研究者となる以外に

｢又はその他の高度に専門的な業務に従事する｣が追加された｡博士課程修了者は大学の研究者に

なるだけでなく,官庁や民間企業で活躍するようになることを期待しての改正だった｡このため文

教行政の立場からほ,課程博士を従来よりは容易に授与されるようにすることが期待されるに至っ

た｡

大学院博士課程修了者に対する課程博士の授与状況は,理81.5%,エ87.7%,農94.4%,保健

99.4%,その他83.7%と理科系は高いO しかし人文2.1%,社会6.8%ときわめて低い (1985年度)｡

戦後の新設分野である教育学などほ1965年には18.9%もの課程博士を出していたが,85年には4,8

%と人文諸科学なみに低下している｡これは教育学は人文諸科学に近いため,その運営の慣行に沿

っていないと,未熟な学問だと蔑祝されるためであろう｡一方留学生に対する学位授与状況は,理

科系は修士で98% (625人),博士で84% (201人),文科系では修士で96% (413人),博士で26%

(20人)である (1986年度)｡修士は理科系と同様だが,博士は日本人研究者に対するよりはあま

いものの,なお厳しい.国際的に批判も受けているところである. (数字は大学審提出資料)
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それでも東大人文科学研究科が1993(平成5)年に課程博士論文執筆のプロセスを学生に明示す

るとともに,論文審査体制を簡略化して,行政の期待に応じようとした｡同研究科の課程博士授与

は平成2年までは,毎年0か1-2件だったが,平成3年6件,同4年15件,同5年31件と急増し

つつある｡

(ウ)学位授与機構における学位申請の受付

次に,学位に関する大きな制度変更として,1991(平成3)年7月の学位授与機構の創設をあげ

ることができる｡学位は従来は大学においてのみしか授与できなかったが,下記のような一定の条

件を満たした者には,文部省が国立学校設置法に基づいて設置した学位授与機構において授与でき

ることになった｡文部省は高校を卒業していなくても大学人学資格を得られる大学人学資格検定試

験 (大検)を実施しているが,学位を得れば大学院への入学資格が生じるこの制度は,｢大学卒検｣

と俗称してもよかろう｡

一定の条件の一つは, ｢短大 ･高等専門学校卒業者またはこれに準ずる者で,大学における一定

の単位習得,またはこれに相当するものとして文部大臣の定める学習を行い,大学を卒業した者と
1

同等以上の学力を有する者と認められた者｣ (学校教育法68条の2の3)が,学位授与横棒が行う

審査を経て,学士の学位を得られることになったのである｡
■

この法律集女の ｢大学における一定の単位習得｣について,大学教育改善に関する大学審答 申

(1991年2月)では,社会人等の学習機会を拡大し,あわせて大学の活性化を図るために,大学で
J

の履修形態を柔軟化する ｢コース登録制｣と ｢科目登録制｣を提唱した｡前者はコースとして設定

された複数の授業科目のある程度まとまった単位数の習得を目標とする学生を受け入れる制度であ

るが,まだ開設を見ていない｡
1

後者は新設置基準 ･31粂k,旧ゝの聴講生を制度化して登場した, ｢科目等履修生制度｣を利用し

ての単位習得だが,この制度もそれほど広範に開設されていないし,またわが国のような雇用慣行
i

の社会では,パートタイムの労働者以外は孝腎が困難である｡放送大学には約23,000人の科目履修

生がいる｡しかし一般には500校を超す大学のうち,その7割の389大学でこ■の制度を開設してい

るが,在学者は10,000人に満たない (1994年)0
■

短大高専卒プラス専攻科
⊥こ

そこで現在は, ｢またはこれに相当するものとして文部大臣の定める学習｣がおもに機能してい

る｡これは学位規則6粂1項に示された ｢短大もしくは高等専門学校 (高専)における専攻科のう
【 1

ち学位授与機構が定める一定の条件を満たすもの (認定専攻科)における一定の学習｣のことであ
～

る｡短大や高専は文部省に届けるだけで専攻科を設置できるので,その程度と内容にはバラツキが

大きい｡そこで学位授与機構で教育課程や教員の業績等を審査して了承した専攻科 (認定専攻科)
～

の授業を, ｢大学相当｣として認めることにしている｡
i

認定専攻科は80校 ･138専攻 ･入学定員約2,300人に達している (1995年現在)｡学位授与機構は

創設以来,1995年1月までに,569人 の学位授与申請を受け付け,審査のうえその8割強に学士の

学位を授与している｡その大半は認定専攻科を中心に学習を積み上げた者だが,中には,過去にい

くつかの大学に在学したものの卒業に必要な単位数に達していなかった者を認定したなどのケース
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もある｡この制度は,大学卒以外の者にも大学院進学の便宜を与えていることだし,生涯学習社会

-の具体的協力でもあるので,さらに拡大することが予測される｡

学位規則 6粂 1項による学位授与までの過程をおおまかに示せば,以下のようになる｡

短 大 ･高 専 卒

又は大学2年修了

(62単位)

一 認定専攻科 一

科目履修生

-(60単位程度)-

+大学で16単位習得+学習成果揖出

ES学位授与申請+試験ゆ学位授与

各省庁大学校卒への学位授与

学位授与機構のもう一つの機能は,文部省以外の各省庁が設置する教育訓練機閑で,大学 ･大学

院に相当する課程の修了者に学位を与えることである｡これには3段階がある｡

①防衛大学校,水産大学校,海上保安大学校,気象大学校,職業能力開発大学校 (以上いずれも4

年課程),防衛医科大学校 (6年課程)の教育内容と教員の審査を学位授与擁樺が行ってあり,こ

の卒業者には無条件で ｢学士｣が授与されているOその授与者は1991年度以降,毎年850人程度

である｡

②防衛大学校理工学研究科,職業能力開発大学校研究課程,水産大学校水産学研究科は①の修了者

が入学する2年の課程なので,その論文を審査,面接の上 ｢修士｣を授与している｡その数は毎

年80人前後である｡ .
③防衛医科大学校医学研究科は4年制で博士課程相当なので,その論文を審査,面接の上,｢博士｣

を授与している｡その数は毎年10人強である｡

現在,学位授与横構が行っている業務は,以上がすべてである｡同機構が修士 ･博士の学位を授
)

与している学校は,各省庁大学校に限られている｡しかし一般社会だけでなく大学人の間にも ｢日
I

本の大学が容易に出さない博士の学位を,より容易に出すための嘩関ではないか｣という誤解が,■ ■

創設後4年を経た現在でも存在する｡これは1989年7月に大学審 ･大学院部会から同総会に報告さ

れた審議概要における学位授与機関についての記述の一部に,以下のようにその1ようなことが検討

されているのではないかと思われる記述があったためであろう｡ ｢論文博士の授与について,課程(

制大学院の趣旨の定着状況,既設大学院における論文博士の取扱の状況等を勘案しつつ,学位授与I

機関においても論文博士を授与し得るようにするかどうかについても検討することとする｣｡

しかし,翌90年7月に大学院部会と大学教育部会が合同で行った報告では,この件には言及され

ず,逆に ｢学位は自律的に大学が授与するものという考えは国際的にも原則として定着しており,

これを基本的に維持する｣という趣旨の表現となっている｡学校教育法には ｢学士に関する事項を

定めるについては,文部大臣は,大学審議会に諮問しなければならない｣ (学校教育法68条の2の

4)ことになっており,学位授与機構と文部省とだけで決められることではないのである｡

(エ)さまざまな制度の柔軟化

以上の学位授与椀構を通しての学位授与 (大学卒業資格付与)は,いまのところまだ放送大学利

用以外はそれほど普及しているわけではないが,科目履修生制度を利用しての大学の単位累積など

が可能になったのは,高等教育制度の柔軟化の一例である｡他の二,三の柔軟化の進行状況も見て
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おこう｡

編入学定員枠

短大や高等専門学校 (高専)卒の大学 3年次ないし2年次への編入は従来からおこなわれていた｡

特に高専卒の国立大学つの編入は,東大,東京工大工学部なども,数は少ないがかなり以前から実
i

施していた｡また,1976年に長岡 (新潟県),豊橋 (愛知県)に国立 ･技術科学大学が設置された｡

この両大学は1年次からの入学者は120人だけで,別に高専からの3年次編入を240人に設定して,

その者は原則として修士課程まで4年間一貫履修するという, ｢編入学者主体｣の新構想大学であ

る｡すでに20年近い歴史を経て,卒業者は企業の中堅技術者や大学の少壮教員として活躍している.

しかし多くの大学には, ｢空き定員｣のある場合以外には編入学を実施していないので,大学審I

議会は1991年2月に行った答申で,編入学定員枠を設定するための施策について言及したo施策と

いうのは,1,2年次よりも3,4年次の学生数の多い大学に相応しい校舎や教員の基準を設定する

ことである｡編入学定員枠を設定してある大学は50校 (うち私立13),その定員は2,346人 (うち

私立798人)と,ごく僅かである (1993年現在)｡しかし,同年の短大からの編入者は7,570人 (大T･tl

半が私立),高専からの編入者は1,624人 (大半が国立)である｡

単位互換

日本の内外の他大学との単位互換を30単位 (約1学年分)の範囲内で認めることは,すでに1972

(昭和47)年の設置基準一部改正で示され,ごく一部の大学間では行われている｡設置基準の大幅

改正前と現在とを比べると表 1のように着実に増加しているが,大学間協定を締結している大学の

間でも,制度を利用した学生は数年間にわたってゼpといった場合も多い｡これは,日本では教員

ばか りでなく,学生もタコ壷型のためだが,今後大学の国際化とともに海外の大学との互換が増え

ることが期待される｡

表 1 単位互換の実施状況 (注:左側1988年 右側1993年)

出典 :大学審議会ニュース,11号

大学外の学習の認定

また改正設置基準では個別大学は,学生がそこに入学する前に取得していた単位を30単位まで,

当該大学で履修したものとして認定することができることを明示した (同30条)｡ これは1982年以

来文部省大学局長通知により運営上認められていたことだが,設置基準上明文化したものである｡

A大学の中退者がB大学に入った場合,B大にその学則があればA大学での取得単位が生きるとい

う趣旨である｡
I

この条文は,制定時には考えなかった特異なケースに適用される可能性もある01994年3月に,
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文部省官房に設けられていた ｢教育上の例外措置に関する調査研究協力者会議｣が, ｢特定分野の

個性を伸ばす教育の推進｣の観点から,数学と物理に限 り,高校生が大学の科目履修生になれる制

度の開設を揖冒した｡文部省はいま主要大学の協力で,この制度の実験をしているが,本格実施と

なれば,学修者は大学入学後に単位として認められることになる｡調査協力者会議は ｢英才教育｣

という言葉を避けていたが,その要素は強い｡また,米国の高校生が受けているAdvancedCourse

に類似している｡

もう一点,改正設置基準では,個別大学は ｢文部大臣が別に定める学修を,30単位の範囲で単位

とする｣ことができることになった (同29粂)｡ 同由に示された文部省告示では,①大学と高等専

門学校での学修,②文部大臣認定の教員免許講習,③社会教育主事講習,図書館司書講習,④専修

学校専門課程の学習で個別大学が大学教育相当と認めたもの,⑤文部大臣認定を受けた技能審査合

格の諸項目があげられている｡

このうち,④は某私立大の外国語学部が,同一法人の経営する語学専門学校の学修を単位として

認めている,⑤では某国立大学が日本英語検定協会の検定試験 (英検)の1級取得を語学の単位と

して認めている,などごく僅かだが適用例が現れている｡国際的な英語能力検定試験として定評の

ある TOEFLは, ⑤に当たらないので単位とすることは認められていない｡告示を改正するか,

日本国内での TOEFL実施機関が日本の法人となって文部省 の認定を受けるかのいずれかの措置

が必要となる｡

社会人特別選抜

戦前の拍学制時代はもちろん,戦後もしばらくは,日本の高等教育機関には夜学が多く,その学

生の多くは勤労者だった｡特に資本主義経済の発達により,会社組織の企業が増え,官公庁業務が

法制を中心に整ってきたために,私立大学 ･夜間専門部の法律や経済 ･商学に関する学科が隆盛で,

若手社員や公務員の学生が多かった｡1960年の日米安保条約反対闘争のころまでは,政治運動の学

生デモ隊と ｢機動隊｣と呼ぶ武装警察隊との緊張や乱闘がよく見られたが,これは ｢昼間部のエリ

ート学生と夜間部の勤労学生との衝突｣でもあった｡

この構図は安保闘争のころが最後だった｡夜間の学部を有する大学は減少 して きた｡1986年の

｢夜間の学部を持つ大学数76,入学定員約26,000人,入学実員約29,000人｣というのは,最盛期よ

り減った数だが,それが1993年にはさらに63校に減 り,定員で約3,000人,実員で約1,000人減少し

ている｡そして残存しているところでも,高校卒後昼間部に合格しなかった普通の青年学生が大半

を占めるようになってきた｡高校卒の大学志願者が増加したことと若手社員や公務員が高学歴化し

て,その方面の志麻者が減少したためである｡

しかし生渡学習時代にあって,正規の大学生を希望する社会人は最盛時よりは減ったとはいえ,

なお多い｡その真面目な学習態度は漫然と進学してきた青年学生の生きざまに,さまざまな良い影

響を与えるということもある｡そこで入学者選抜に際して,社会人志願者にとっては-ソデとなる,

外国語の試験負担を軽減したりする社会人特別選抜の実施を奨励するようになったのである｡文部

省によると,1993年度において,この制度による入学者の多いのは大阪外国語大 (73人),福島大

(66人),京都工芸級維大 (39人)などという｡同年の全体の概況は以下の表2のようである｡
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表2 社会人特別選抜の実施状況 (注:左側1984年 右側1993年)

出典;大学審議会ニュース,12号

入学時期の弾力化

帝国大学と旧制高等学校の学年暦は1919(大正8)年までは欧米なみに,9月開始だった (専門

学校等ほそれ以巌 ､ら4月)o Lかし, 当時の急激な産業社会の発展のた削こ高学歴者不足に悩ん
I

だ産業界は,修学年限の短縮を切望した｡このため学年の初期はすべての学校が4月となり,現在

に至っている｡臨教審では中山伊知郎副会長らが,強く9月入学を主張したが, ｢桜の4月は,コ

スモスの9月より日本人には相応しい,会計法との整合性も大切｣という議論で,実現しなかった｡

しかし,これとは別に,日本の国際化に伴って海外の高校相当校からの帰国者が増加するなどの

事態もあっ七,その特別別枠による選抜と,9月入学制度の併用が要求されるようになった｡この
l

ため文部省は1976(昭和51)年に学校教育法施行規則を改正して,大学に限って ｢学年の途中にお

いても,学期の区分に従い,学生を入学させ,卒業させることができる｣という条文を追加した｡
1L

入学時の弾力化の状況は表3のようである｡入学者が多いのは,国際基督教大学 qCU)200人,

筑波大28人,上智大110人 (いずれもi993年度)などで,その大半が帰国子女の受け入れと正規学
i l !

生として入学してきた留学生である｡帰国子女対象でない例としては,1994年9月東洋大学工学部
J

が約50人と,比較的まとまった人数を9月入学させて,話題となった｡

表 3 入学時期の弾力化の実施状況 (荘:左側1988年 右側1992年)

出典:大学審議会ニュース,11号

(オ)高等専門学校と短大の位置づけに関する問題
し

本稿冒頭の ｢Ⅰ.大学改革政策の経緯｣に述べたように,臨教審答申での高等教育改革に関する

多くの指摘は円滑に実施されたのであるが,頓挫したものもあった｡それは高等専門学校に関する

指摘である｡

高等専門学校については,工業,商船以外の分野-の拡大や名称変更を検討する (以上は ｢罫

巻き｣の部分)0

高等専門学校については,これまでの単科としての機能を生かしつつ,その分野を外国語,悼

報 ･経営,芸術 (デザイン)等現行以外の分野にも拡大し,あわせてその名称を専科大学 (仮
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称)に変更することを検討する｡その際,短期大学との整合性に十分留意するとともに,前期

3年の課程 (高校段階相当)の在 り方や位置付けについて工夫する必要があるO (以上は ｢罰

巻き｣でない説明の部分)

この答申を受けて文部省はただちに,大学設置審議会内の高専分科会で検討を開始したが,短大

代表の反対は強かった｡特に名称問題では,他の適当な名称にすることも検討したが,結論は出な

かった｡そのあと大学審議会での検討では,他分野への拡大については, ｢一定の制約があること

はいうまでもなく,慎重な検討を要する｣としたうえで了承された｡しかし名称変更問題は断念し

て, ｢当面,現行の名称で行く｣という答申となった (高専制度について大学審答申,91年2月)｡

臨教審答申の主張は,占額中の教育改革の一部手直しを求めた政令改正諮問委員会答申(1951年)

と,その数年後に文部省が再三国会に揖案して廃案となった学校教育法一部改正案 (所謂専科大学

法案)に近Liものだから,その当時これに強硬に反対して法案を流産させた私立短大協会が,今回

も反対するのは当然ともいえる｡この点は臨教審で考慮されなかったわけはTi:かったが,I｢私立短

大法人の多くは高等学校など別種の学校を経営しているのだから,他分野への拡大と名称変更は将

来の同一法人内諸学校のスクラップ･アンド･ビルトにも有益ではな中ろうか,30年前と事情は異

なっているのではないか｣と判断していた｡しかし,結果はそうはならなかったのである｡

他分野-の拡大の方は1991年3月に法律を改正して,｢高専には工業 ･商船に関する学科を置く｣

(旧学校教育法70粂ノ3)を, ｢学科を置く,学科に関する事項は文部大臣が定める｣(節,同条)I J

とした｡考えられる分野としてほ, ｢例えば農業 ･商業 ･外国語 ･情報 ･芸術 ･体育｣とした (上
＼

記大学審答申)｡ また翌年12月の 『文部時報』特集では,経営情報 ･デザイン･バイオテクノロジ

ー･スポーツの指導なども挙げられた｡ しかし,現在のところ札幌市立高等専門学校が1991年にイ

ソダストリアル･デザイン学科で発足した程度しか見られていない｡これも芸術系であるとも,工

学の新しい分野である ｢芸術工学｣とも判断する七とも可能である｡

また高専に関する大学審議会答申では,校名問題挫折の代償というわけではないが,専攻科の設

置が提案された｡同時に学位授与機関設置の答申も行われて, ｢専攻科での履修の成果は,学位授

与検閲において適切に評価して学士の学位の授与を行い得る仕組みを整える必要がある｣とされた｡

専攻科と学位授与機関との関係については,この時期に同時に行われた ｢短大教育の改善につい

て｣の答申でも高専の場合と同様な表現がされ,学士-の道が開けることになった｡短大専攻科は

1953年から,届け出潮 (設置認可制ではない)による設置が認められており,この時期までに 151

短大に芸術 ･家政 ･教育関係を中心に263専攻が設置されていた｡保健婦 ･助産婦の国家資格にか

かわる単位を授与しているところもあった｡

高専専攻科は,この先輩格の短大専攻科の実績に便乗して, ｢学士の学位獲得への道｣を歩むこ

とになったわけである0-万,短大専攻科としても高専専攻科の設置がなければ, ｢学士への道｣

を歩むまでにはなお時間を要したとも考えられるのである｡
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2. 学部教育の改革

(ア)大学の教育課程

大幅改定された現在の大学設置基準が1991年7月に登場したとき,目を見張ったのは ｢第6章

教育課程｣が登場してきたことだった｡旧基準では,この章の見出しは授業科目となっていたので

ある｡ 『新教育学大辞典』 (節-法規)では,教育課程はカリキュラム (curriculum)の訳である

として詳しく述べているが,一言でいうと ｢教育目標に即して児童生徒の学習を指導するために,

学校が文化遺産の中から選択して計画的 ･組織的に編成して課する教育内容の全体計画 を意味す

る｣としている｡いずれにしても,初等中等教育に関する用語であると認識されてきた｡その用語

が,従来は ｢授業科目｣ ｢授業｣という章の見出しの代わ りに登場したのである｡この辺に,規模

の面では中等教育程度に拡大してきた大学の状況が集約されている｡

しかし,その教育課程に対する,設置基準に基づく制約 (縛 り)は従来よりは緩くなった｡この

点が,国が示す教育課程の基準によって,全国的な縛 りを強くしている初等中等教育行政との相違

である｡また,大学人や文部省高等教育局は, ｢教育課程｣という言葉を平然と使うことには,そ

のプライドが許さないようである｡このため英語の ｢カリキュラム改革｣という言葉がもっぱら使

われている｡ 【

(イ)大学設置基準の主要な改正点

カリキュラムは文部省令である大学設置基準に示されている｡従来の設置基準では卒業の要件は,

4年間以上在学して124単位以上取得となっていた｡そして取得方法については,①一般教育科目

は人文 ･社会 ･自然の3分野にわた り36単位,②外国語科目は, 1の外国語科目8単位,③保健体

育科目は講義および実技4単位,④専門教育科目は76単位と定められていた (例外的に一般教育科

目12単位を外国語科目･基礎教育科目･専門教育科目で代替可能｡また第二外国語を課す場合は専

門教育科目として計算可能)｡ ここで,一般教育科目･外国語科目･保健体育科目を総称して ｢教

養科目｣と,またその教育をする課程を ｢教養課程｣と呼ぶことも一般的だった (以下,本稿もそ

の慣行にしたがう)0

しかし,改正設置基準では,4年間以上在学 ･124単位以上取得には変更ないが,一般教育科目･

専門教育科目の区分を廃止した｡代わりに同19条で,(》必要な授業科目を開設し,体系的に教育課

程を編成するものとする,(参編成に当たっては学部等の ｢専攻に係わる専門の学芸を教授する｣と

ともに, ｢幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を滴養するよう適切に配慮し

なければならない｣, とした｡ この雄半の表現に,旧一般教育のような科目の必要性を述べている

が,ともかく区分を取 り払ったのは,画期的な改正である｡

つぎに単位の計算方法は, ｢45時間の学修を必要とする内容で1単位を構成することを標準とす

る｣として,講義 ･演習の1単位は,15-30時間の範囲で,個別大学が定められるようにした｡実

験 ･実習の1単位については,30-45時間の範囲で,同様に定められるようにした｡従来は占領中

に CIE(民間情報教育局)の指示で大学基準協会がきめた,｢講義については教室内における1時

間の講義に対して教室外における2時間の準備のための学修を必要とするものとし,15時間の講義

- 17 -



をもって1単位とする｣などの表現が残っていた｡それを日本の1単位を自然な状態で計算しよう

としたものである｡

他に,すでに述べた①30単位を超えない範囲での内外他大学 ･短大での取得単位の加算,②科目

履修生制度の導入などを盛った｡

また ｢授業は10遇または15遇の期間を単位として行う｣という学期制の規定は,すでに1973年の

改正で示されていたが (設置基準28条の2),そのまま踏襲した｡これ以前にICUでは3学期制が

行われていたが,国立大学は通年制だった｡その国辛で同年関学した筑波大学が ICU なみの3学

期制を希望したため,その実施を容易にするための改正だった｡しかし,その後も通年制が普通の

状態のために,大学審は学期制の実現を要請している｡

以上の要素などを踏まえた教育課程改革の実施状況として,文部省は表4のような数字を発表し

ている｡その内容は千差万別であり,この数字で改革の実体を云 す々るのは困難だが,一応の傾向

を示すものとして紹介する｡
∫

表 4 教育課程改革の実施状況と具体例 (1993年 4月現在)

計

出典 :大学審議会ニュース,11号

改正された設置基準には, ｢悪用されれば現在でさえ良好でない日本の大学の教育条件はさらに

悪化する｣懸念のある事項もかなりある｡その一つはマスプロ授業の抑止を期待していた条項を撤

廃した点である｡旧は ｢同時に授業を行う学生数はおおむね50人,人文 ･社会 ･保健体育科目では

例外的に200人以下｣としていたが,これを ｢教育効果をあげられる適当な人数｣ と改めた｡その

理由について大学審答申は, ｢それぞれの授業方法等で異なるもので一律に規定するのは適当でな

表5 大学の学級規模 (1990年)
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い｣としているが,現実に妥協した嫌いが強い｡現状は文部省が大学春に提出した資料でも,表5

のようになっており,私立マスプロ大学では,これをはるかに上回る劣悪な教育条件であると推定

される｡

(ウ)授業の充実- FD･シラバス ･学生の授業評価等

学部教育改革ムードの中で,授業の充実に関する具体的方法も,政策的に扱われるようになった｡

大学審答申は,以下のような骨子でこれに言及した (1991年2月)｡

①教員の教授内容 ･方法の改善 ･向上への取組 (ファカルティ･ディベロップメソト,faculty

development,FD),授業計画 (シラバス,syllabus)の作成 ･公表,充実した効果的なカリキ

ュラム･ガイダソス(curriculum guidance)などを積極的に推進する必要がある｡単位制の趣

旨を踏まえつつ,その計算方法の見直し,運用面の改善を図ることや,学生の学習を適切に評
J

価することも重要である｡②ゼミナール形式の授業,ティーチング･アシスタント(teaching

assisitant,TA) の活用等により, 一方的な知識の伝達に止まらない双方向的授業が現在以上

に重視される必要があり,また関連する情報処理 ･語学学習等の施設 ･設備の整備も必要であ
†

る｡
i

そして,現在文部省が広報出版物などで,しばしば伝える情報では syllabusの作成状況 (535大

学中99大学),学生による授業評価の実施状況 (同46大学)などが,必ず伝えられる｡いうまでも

なく,こういう政策の世論による支持と個別大学での関心の盛 り上がりを期待してのものである｡

FD,TA,syllabus,curriculllm guidanceと並べてみれば, これはいうまでもなく米国の大学でメ

使われている用語であり,大学審答申といった文書に,こ?ように米語が登場するところに,今日J I

の日本の大学がおかれている状況と,その改革の方向が象徴されている｡いまや40年以前にもなっ

た新制大学登場のころ.,大学基準協会が出した文書などはやはりこういう調子だった｡しかし,ドi
イツを中心に欧州の大学の影響の強い日本の多くの大学では,それは大きな抵抗にあっていたが,

～ll i

いまさしたる抵抗もなく登場するようになったのである｡

それは, ｢私語問題｣に象徴されるような大学の大衆化状況にもよる｡大学生の教室での私語の

横行については,教育社会学者の新堀通也が 『私語研究序説 ･現代教育への警鐘』 (玉川大学出版

部,1992年)という戯作とも,そうとも言い難い書物を出版するほどである｡私語はさかんだが必
i

要な発言はできず,教員の質問に答えることもなく, ｢私語は死語に通じる｣のが現代の大学生で

ある｡そこにおいては米国流の大学とも,中等教育ともいってよい授業方法が,実施されなければ

ならない｡大学審答申は syllabusを ｢授業計画｣ と訳したが,初等中等教育の方法としては,日

本では ｢教案の作成｣ということが,古くから重視されてきた｡

それが大学にも及んだというわけだが,すべての科目にわたって syllabusを要求するなどとい

う愚劣な大学が存在し,それを愚劣と批判する声もあがらないところなどに,r改革の理念の貧困｣

さを感じることもある｡学部教育に標準的な curriculum が存在していない分野の多い人文 ･社会

科学の分野では,学期ごとの,できれば各時間ごとの syllabusを作成し,公開することは,個別

大学 (学部)ごとに curriculum を整合化させることであり,教員間のコミュニケーションを良好

にし,学生に対しては適切な行為であろう｡しかし,標準的な curriCulum が存在し,適当な教科
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書や参考書も出版されている理科系の教育などで,改めて syllabusを作成する必要性は少ないC

にもかかわらず,それらを一緒に電話番号簿のような厚Elの ｢全学 syllabus｣を印刷して,こと足

りたとしている風潮もないわけでない｡

同様なことは,FDや学生による教育評価に対しても言えるのであり,大学改革には戯画化した

くなるような場面もあるのである｡

(エ)国立大学の教養部廃止
千

大学改革での大きな注目点は,一般教育科目･専門教育科目等の区分を廃止し,一貫した体系的
r

な教育課程の編成を可能にした点であることはいうまでもない｡区分の存在により同一大学(学部)

内に,教養部 (ないし教養課程)と専門学部という二つの部分が,階層的に存在したのは国立大学
1

だけではない｡しかし,私立大学では一つの学部の規模が大きいこともあって,教養課程の教員が

学部に分属 していたりして階層性を薄めている大学も多数あった｡国立大学の場合には教養部 (な
(

いし教養課程,以下括弧内略)をどうするかが,新制大学の発足以来40年以上にわたって継続した
～

課感となっていた｡1963(昭和38)年から数年の間に,文部省は当時の国立大学の半数近い33の大

学に教養部 (学部ではない)を設けた｡これは,①教養課程を担当する教員の待遇が専門諸学部の

教員に比べてよくない (講座制と学科目制との格差),②学内のステータスが明確でないとの理由
i

で,その制度的安定を求めた国立大学協会の要望によるものだった｡しかし,いったん教養部とい

う制度を設けてみると,そこの所属教員は授業負担でも研究費でも,専門語学部の教員よりも低位

に固定してしまい,不満が残存した｡また30はどの大学に設置を終えた直後の68年から数年間,大
～

学紛争期を迎えたが,卒業 ･就職に直接繋がらない教養部の存在は,紛争を却って長期化する要因

となったりした｡

このためすべての国立大学に教養部を設置する作業は中止した｡そして1975年前後に広島大学で)

は教養部を総合科学部に,岩手大では人文社会科学部に改組拡充した｡いずれも全学の教養課程杏

実施する他に,独自の卒業生を出す学部である｡

一方,改正設置基準では一般教育についての定量的な表示は廃止したが,それは一般教育そのも

のの廃止ではない｡ ｢幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を滴養するよう適

切に配慮しなければならない｣と定性的には示してあり,個別大学 (学部)において教育課程を編

成する際に考慮しなければならない事項となった｡そこで,教養部教員をどうするかが個別大学ご

との課題となってきたが,現在そのり･ストラクチャーが,次の二つのタイプに別れて,進行して

いる｡

①全学の教養教育を行いつつ少数の卒業生も出す東大教養学部塾の新学部と,学際塾の新構想大

学院を設置という形に改組する｡②教養部教員は専門各学部に分属するが,そこから ｢帯麦屋の出

前｣の形で全学の教養教育を担当する｡全学の教養教育を運営するため,学部を横断して,相当な

権限を持つ ｢大学教育研究セソタ-｣的な組織を設ける｡

①の第1号としては,1992年10月に京都大総合人間学部が設置され,翌年から学生募集 (130人)

を開始している｡またほぼ同時期に学際大学院として人間 ･環境学研究科が設置された｡人間 ･環

境学専政,文化 ･地域 ･環境学専攻の2専攻で,学生定員は修士課程が各60人,博士課程が各30人
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という,文学 ･法学 ･経済学等の既設学部の大学院よりも,規模がかなり大きいものである｡総合

人間学部では従来通 り,全学の教養教育も行う｡また,文学部や理学部出身の教員で,教養部廃止

を機会に出身学部に所属した教員もいるが,多数は人間 ･環境学研究科に属した｡

同年,神戸大学では,教養部の他に教育学部も廃止して,国際文化学部と発達科学部を設けた｡

教員の移動はこの新旧2学部間だけでなく,全学部的に行われた｡したがって教養教育は国際文化

学部だけで行うのではなく,その教育課程と出講教員の調整機関として,大学教育研究セソタ-が

設置された｡なお教育学部の廃止ができたのは,1982(昭和57)年に兵庫教育大が学部学生の受け

入れを始めたために,兵庫県下の教員養成に,神戸大が責任を持たなくてよくなったためである｡

このタイプで1994(平成6)年度までに名古屋大に情報文化学部 (100人),人間情報研究科 (修

士64人,博士22人),群馬大に社会情報学部 (100人),宇都宮大に国際学部,岡山大に環境理工学

部が,それぞれ教養部を廃止して生まれている (括弧内は入学定員)095年度には静岡大に情報学

部が設けられることになっている｡

②のタイプでは1993年に東北大に大学院国際文化研究科と情報科学研究科が設けられた｡教養部

教員の多くはこの新 しい研究科に移 り,また全学の教養教育の調整は,新設の大学教育研究センタ

ーが行うことになった｡このような,大学院の新増設を伴った教養部教員のその大学院や既設学部

-の分属は,1994年度に大阪大,九州大,千葉大,新潟大でも作業が始まった｡95年度には埼玉大,

信州大,鳥取大で行われることになっている｡

こうして,大学設置基準改正後の4年間に30はど残っていた教養部のうち,12が廃止された｡残

りも数年のうちに廃止されるものと見られる｡

3. 大学院の拡充

t
h

(ア)い富なぜ大学院拡充政策か
E

臨教審以来,大学院拡充政卸 fことのほか熱心に行われている｡臨教審第2次答申でのこの項の

見出しは ｢大学院の飛躍的充実と改革｣だった｡また大学審議会への最初の答申は学部に関してで

はなく,大学院制度の弾力化に関するものだった (1988年12月)｡ この答申に基づいて大学院設置

基準の改正は翌89年9月に行われたo大学審答申に基づく一連の法規改正の第1号であるoそして,

この急がれる大学院拡充政策に対して,大学人は国公私立を問わず,おおむね協力的である｡それ

はナゼか｡以下のような理由が存在する｡

･新制大学は修士 ･博士の課程制大学院とセットになって始まるべき制度だったが,一部の学問分

野をのぞいて,大学院の整備は遅れた｡
t

･大学院段階の教育研究は米国より大きく遅れているのはもちろん,人口規模などを考えると,欧

州主要国よりも劣っている｡

･これは学問研究の危機であり,また生涯学習社会にいおて,高度専門教育の機会が狭いのは問題

である｡

･大学教員は国公私立を問わず勤務校に大学院が存在し,そこで授業を持つことに,学部教育より

は高い魅力を持っている｡特に国立大学教員の場合は,大学院担当 ･学部専門教育担当 ･教養教育
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担当と三層構造のようになっており,地位の上昇を切望している｡

･私学の理事者の多くは,自己の経営する大学が最低修士課程を,できれば博士課程を保有するこ

とを,大学のシンボルとして切望している｡

･文部省は配分対象が広範な学部教育充実の予算は獲得しにくいが,それほどの規模ではない大学

院充実の予算ならは獲得できる｡ ｢役人の生き甲斐｣は,効果の見える予算の獲得にあり,大学院

拡充策には熱が入る｡

(イ)遅れていた大学院政策

戦前から1970年代まで

大正中期から第2次大戦終了までの大学令では, ｢学部には研究科をおくべし｣ ｢大学が数個の

学部を置きたる場合は,研究科間の連絡協調を期するため之を総合して大学院を設くるこ とを得

る｣と,大学院は学部の附属にすぎなかった｡入学条件や定員も定めてなく文科系の多くは就職が

決まるまでの溜まり場であった｡法学部などは後継者は学部卒業後ただちに助手として採用した｡

学制改革時の教育刷新委員会や文部省の感覚もこの戦前と大差なく,学校教育法も準備過程の案

では ｢大学に附設｣だったのが,CIEによって修正された｡学位についても ｢監督庁の定めるとこ

ろにより博士その他の学位を授与することができる｣という表現で, ｢修士｣という言葉が同法に

盛られたのは,何とずっとのちの1976(昭和51)年だった｡

1953年度には,国立新制大学の学部が完成したので,それに続く大学院を設けなければならなく

なった｡このとき旧帝大のうち東大だ桝 ま法 ･経両学部のはか国際関係論 (教養学部),社会学 (文

学部),農業経済学 (農学部)にも接続する社会科学系を設け,人文科学系,数物系,化学系,坐

物系と5研究科制で発足したOしかし,他の旧帝大はいずれも ｢学部に乗った｣もので,東大も10

年後には5科制を廃して,他大学なみにしてしまった｡専任教員の配置,事務横棒の新設,経常費

予算項目の開設などが行われなかったためである｡東大の5研究科は,教養学部の新設に熱心だっ

た矢内原忠雄総長だった (前出)から生れたことにも注自しておこう｡

国立大学の大学院拡充は遅れた｡1956年に大学設置基準が制定されると,国立大学の部局は予算

･定員 ･給与手当等すべての面で講座制と学科目制に別れ,大学院博士課程を持った前者を中心に

整備されるようになった｡学科目制の部局に対しては,1965年ごろまでは修士課程を設けることす

ら抑制的で,博士課程新設の抑制は1980年ごろまで続いた｡しかし,この間私立大学での大学院新

設に対する認可は活発に行われていた｡このため1974年における研究科数は修士課程463(国立178,

公立27,私立258),博士課程330(国立103,公立29,私立198)と,私立が国立を凌駕してきた｡

学生の1学年当りの定員では,修士課程21,854人 (国立12,001,公立952,私立8,901),博士課

程8,504人 (国立5,087,公立666,私立2,751)であった｡定員に対する実員は,国立では工学を筆

頭に理科系では修士は充足し,博士には欠員が見られた｡文科系では修士でも欠員があり,博士で

は大量だった｡私立も旧制大学以来の歴史のある大学はともかく,その他は名声を高めるために,

教員審査に合格できる国立の退職教員を中心に設置したもので,教育には熱心でなく,学生の欠員

が多かった｡
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省令設置基準制定による大学院政策の展開

大学院の設置と運営は,占領期間中に大学基準協会が定めた大学院基準によって,かなりのちま

で行われていた｡文部省令の大学院設置基準が制定され,それに合わせて学位規則が改正されたの

は1974年である｡また,この設置基準を権威づける学校教育法の改正は76年だった｡これは,大学

院政策の全般的な遅れへの対処ということのほかに,前年の筑波大学の設置とか,東京工大が附置

研究所の連合体に,総合理工学研究科という独立研究科を設けるなど,いわゆる ｢新構想｣に対処

したものであり,大学院政策はこの時期に転換したともいえようO省令の主要点は以下のように,

いずれも今日の大学院政策につながっている｡

･修士の目的の拡大等 :｢専攻分野における研究能力｣のほかに ｢高度の専門性を要する職業等に

必要な高度の能力｣を加えた｡従来の ｢学部における一般的 ･専門的教養の基礎の上に立って｣と

いう表現はなくなり,学部との関連の重視度は減少した｡修士課程修了の要件として,論文提出の

かわ りに課題研究でもよいことになった｡2年制は議論のうえ堅持されたが ｢夜間その他特定の時

間または時期において授業または研究指導を行う教育ができる｣ (14粂)として,社会人などに便

宜が図られることになった｡

･博士の目的の変更等 :従来の ｢独創的研究｣ ｢新しい知見｣という字句ははずされて, ｢専政分

野について研究者として自立して活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学

識を養う｣と課程博士の趣旨を明らかにした.模準修年限を5年として,前期2年 ･後期3年と区

分しても,しなくてもよく,区分した場合には前期を修士課程として扱ってもよいとした｡最低所

要単位を50から30に削減した, ｢優れた研究業績をあげた者は3年以上在学すれば足りる｣と業績

を尊重する制度にした｡

このほか,学位規則の変更により学術博士 ･同修士が誕生したが,一面 ｢以後博士号には原則と

して新しい種類を追加しない｣ことを方針とするなど,旧守的な面も目立った｡そして文部省は75

年に各専門分野の指導的研究者を招いて大学院問題懇談会を開催した｡人文社会系も含めて大学院

教育を拡充する方策を検討するためだったが,懇談会の空気はやはり現状維持的だった｡会議は3

表 6-1 専攻分野別大学院学生数 (修士課程)

計
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表 6-2 専攻分野別大学院学生数 (博士課程)

計 芸術 トその他L区分

;,'5,93821 :三;l =

目を巨計 凛

…芸l 1;

(2ヨ (｡重宝 1(とj l警

出典 :文部統計要覧

年も続けたが,地味な報告で幕を閉じたC

(ウ)急増中の大学院

その後現在に至るまでの大学院政策の展開と,それによる大学院の変質を述べる前に,大学院が

量的に如何に変貌しつつあるかを見ると,表6-1,6-2のようになる｡1994(平成 6)年の場

令,大学院問題懇談会で議論されていたころに比べると,修士 ･博士両課程とも学生数は約3倍に

なっている｡10年前に臨教審が始まったころに比べても2倍になっている.特に修士課程はここ数

午,毎年 1万人程度の伸びを見せている｡

平成 6年の大学院生数の学部学生数に対する比率は6.1%で,人口千人当た り大学院学生数は1.1

人程度となる｡文部省が大学院拡充政策のキャンペーンを始めたころ,よく用いた数字は表7のよ

うなものだったO現在でも米国との差は依然として大きいが,英 ･仏との差は急速に縮まっている｡

表7 各国大学院の状況

( )内はパートタイム在学生を含んだ比率,出典 :大学審議会ニュース,8号

分野別に見ると修士課程では工学,理学が大きなシェアを占めている｡人文科学や社会科学の伸

びは小さい｡これは理科系に関しては,民間企業で専門技術者として修士を採用することが一般化

していることに関係する｡これに対して企業での文科系の採用や,国家公務員 Ⅰ種 (上級職)試験

による採用では,学部卒が中心となっているために,大学院進学への強いイソセソティヴが存在 し

ないのである｡ほかに,教員免許の関係で大学院修了が有利になった教育学とか,学際大学院修7
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が増えつつある ｢その他｣分野の伸びが大きいことが注目される｡

博士課程の修了者は医学をのぞいて,大学教員を中心とした研究者が圧倒的である｡このため各

専門分野のその規模にほぼ比例した分布になっている｡修士課程で多かった工学が,博士課程では

少ないのも就職に関係がある｡工学でも博士課程の段階になると,専門が深まり,小回りが効かな

くなる債向があるために,企業ではあまり歓迎されていない｡このため他分野同様に,社会人向け

でなく,研究後継者養成機関になりつつある｡

(エ)大学院改革の内容と大学院設置基準の再改正
丁

本稿(1)の末尾に述べた大学院政策の低迷期から,94(平成6)年の量的拡大までの間に,臨教審
I

と大学春での審議と答申があったわけだが,その答申を踏まえて,1989年9月に大学院設置基準等

の改正が行われた｡さらに,同様に大学審答申を受けて91年6月に,同時期の大学設置基準改正に

合わせて,自己評価,収容定員等の親定を設けた｡また93年10月に ｢夜間に教育を行う博士課程,;

科目履修生等｣に関する改正を行った｡旧と比べたおもな改正点は以下のようになっている｡

<1989年改正>

･修士課程の修了年限等 (設置基準3条,16条など):従来は ｢2年とする｣となっていた のを

｢模準2年とする｣と改め,別の条文で特に優れた者については1年以上在学すればよいとした｡

しかし,この条文は修了2年未満の大学院の設置が可能になったとするものではない｡一方,夜間

修士課程では社会人の学習も考慮して ｢模準修業年数は2年を超えるものとすることができる｣と～

した｡
.I

･博士課程の修了要件 (17粂):学部3年修了からの飛び級 :博士課程修了に3年はかかるが,学
～ 1

部3年修了から大学院への飛び級進学,修士課程は1年で修了という手段により,学部入学後最低
㌔

7年で博士課程が修了できることになった｡この改正と同時に行われた学校教育法施行規 則改正
i

(70粂)と連動して,可能になった｡
Jr

･博士課程の目的の拡大 (4条) :｢専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必■

要な高度の研究能力とその基礎となる学識｣とあったのに, ｢又はその他の高度に専門的な業務に
1

従事するに必要な---｣を追加した｡同時に学位規則 (3粂)も改正されて,これが ｢博士の学位｣

の授与条件となった｡

･修士 ･博士課程教員の資格の拡大 (9粂):従来は ｢博士の学位を有し,研究上の業績を有する

者｣ ｢研究上の業績がそれに準ずると認められる者｣などとなっていたが,それに ｢専攻分野につ-

いて特に優れた知識及び経験を有する者｣でも,研究上の指導能力があれはいいという条項を追加
i

した｡これは社会人の実務経験者でも大学院担当教員となれる道を開いたものである｡85年に学部

教育についての大学設置基準が改定されて盛 りこまれた条項だが,大学院での同様に扱 うことにな

った｡

･夜間大学院 (2条の2):社会人の受け入れを積極的に進めるため,もっぱら夜間において教育

を行う修士課程を置くことができるよう明文化した｡

･独立大学院 (23粂):1976年の学校教育法改正以来,学部以外の研究上の基本単位にも大学院を

置くことが出来ることになっていたが,それについての基準を定めた｡

- 25-



<1991年改正>

･学部設置基準同様に自己評価の規定を設けた (1条の2): ｢評価｣の概念については後述する.

㌔
･学部設置基準同様に収容定員の規定を設けた (10粂):編入学定員が設定しやすいように,従来

の ｢学生定員｣という入学時の定員表示ををやめて,総学生定員で表することに改めたものである｡

<1993年改正>

･専ら夜間において教育を行う課程 (2条の2,4粂再改正):1989年改正で夜間修士課程は開設

可能になっていたが,これを博士課程にも拡大した｡その標準修業年限は ｢5年を超える｣とした｡
～

･大学設置基準の準用 (15粂再改正):他の大学院における履修等,入学前の既修得単位の認定,

科目履修生については,大学設置基準を準用する｡

(オ)整備充実の計画と統制

大学審は大学院について,さらに,｢盤備充実について｣(1991年5月),｢畳的整備について｣(同

年11月)と,2件の答申を行っている｡そこでは教育研究組織の整備,学生の処遇の改善,留学生

教育体制の整備,量的整備のあり方について述べた｡学生の処遇改善については日本育英会奨学金

の充実,日本学術振興会が行う特別研究員制度の改善充実,teachingassistant(T.A.)の導入な
～

どの支援措置の検討を求めるなど,やや具体的に言及した｡量的整備については,平成12(2000)
～

年に,社会人や留学生を含めて,全体として2倍程度に拡大することが適当だとした｡

財政措置についても相当の踏みこみを見せて,行政による ｢評価と重点的整備｣を主張した｡ま

ず, ｢世界の第一線に伍した水準の高い教育研究を展開していくためには,卓越した実績をあげる

ことが期待される大学院や新しい試みに意欲的に取 り組もうとしている大学院に対して,思い切っ

た財政措置を図り,重点的な整備を行っていく必要がある｣と述べた｡

そして ｢重点的整備のための評価は,客観的で公平に行われる必要があり,国立 ･公立 ･私立の

別も踏まえた適切な仕組みを工夫して行うのが望ましい｣,｢評価に当たっては大学院から提出され

たデータを基礎とし,学会による評価,科学研究費の採択状況,社会において行われている複数の

評価主体による評価を考慮して,多角的に努める必要がある｣,｢評価の単位としてほ専攻 (分野に

よっては研究科)を対象とすることが適当である｣とした｡

評価については,大学審の動きは当初は学部に関する動きと同様だった｡つまり88年12月の答申

では,その内容の評価について自己評価の他に制度の弾力化との見合いで, ｢各分野における教育

研究の相互評価システムが確立されることが重要である｣としていた｡しかし91年2月の ｢学位制

度の見直し及び大学院の評価について｣の答申では, ｢わが国の現状に鑑み自己評価の定着を第-

に考える必要がある｣と自己点検 ･評価のみを答申,相互評価の発想は後退した｡そして,上記の

ような行政の手による評価が登場してきたのである｡

この発想は92(平成4)年度から,①優れた大学院を中心とした教育研究条件の整備やT.A.刺

度の導入などに必要な高度化推進特別経費制度の創設,②優れた某紙をあげている研究科に対する

大学院先端設備費の増所などの措置によって,実施されつつあるC

(力)さまざまな大学院の展開

大学院についての新政策は,大学院の側に何の準備がないところで行われたわけではなく,国立,
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私立を通して実際にその方向での萌芽的試みがあったものを,大学審議会で主要な政策の方向とし

たものもある｡そこで1994(平成6)年度までに設置された新構想大学院を,若干の例示をしなが

ら列挙してみる｡

独立研究科

1988年12月の大学審答申を参考にすると,独立研究科は以下のように分類できる｡

<撃墜と>主として大学院担当を本務とする教員によって組織されているものo修士課程では埼玉

大学政策科研究科 (77年修士)や慶応大経営管理研究科 (78年修士,91年博士)が,もっとも早い
1

設置だった｡

91年に京大で,教養部改組に伴い人間 ･環境学研究科を発足させた｡教員は大学院での教育研究
i

の他に,総合人間学部で従来一般教育科目とされていた科目も担当する｡

<墾聖旦>主として数個の学部または修士課程を基礎とする場合であるO

国立では,後期3年のみの博士課程としての設立が早期から行われた｡76年にお茶の水女子大に人
∫I

間文化研究科が,静岡大に電子科学研究科が設けられた｡大規模大学では神戸大 (文化学 ･自然科
し

学各研究科)などがある｡ /J

<琴型旦>主として複数の大学の学部または修士課程を基礎とするもので,連合大学院と呼ばれる

ものである｡

農学関係では東京農工大 (85年),愛媛大,鳥取大,岩手大,岐阜大に設置されたO

水産学幽係では鹿児島大垂,長崎大 (いずれも88年)に設置されている｡
I ～- I 1

獣医学関係では岐阜大,山口大学が設置されている (いずれも90年)c
LrI㍉ .i J

<塾 生>主として大学の附置研究所その他の教育研究施設を基礎とするもので,総合理工学研究

科が75年に東京工大に,85年に九大に設けられた｡
1【

独立大学院
｣ ヽ

76年の学校教育法改正で, ｢教育研究上特別の必要がある場合においては,第53条の規定に係わ
～

らず,学部をおくことなく大学院を置くものを大学とすることができる｣ (68条の2)とされ,独

立大学院の設置が可能となった｡この改正は新教員大学として兵庫教育大を大学院修士課程から設

置する必要上行われたものだが,私立では82年,国際大学 (新潟大和町)に国際関係学研究科 (修

士課程)が始めて設けられた｡

<墾聖上>88年に設置された総合研究大学院大学で,博士後期課程の学生のみを受け入れている｡

本部は95年に神奈川県葉山町に移ることになっている｡文化科学 ･敷物科学 ･生命科学の3研究科
1

があり,実際の教育研究は大学共同利用機関である,高エネルギー物理学研究所,国立民族学博物I

館など,7研究所が参加して運営されている｡

<翠型旦>大学院担当を本務とする教員により組織された大学で,兵庫教育大は当初はそうだった

が,82年から学部課程を設置したので,その性格が唆味になった｡

私立では国際大学だけだが,国立では90,91年に北陸,奈良両先端科学技術大学院大学が,工学

系研究科だけからなる大学院だけの大学として設置された｡
I

北陸先端科学技術大学院大学は当初2研究科,博士前期課程入学定員250人,同後期課程75人で
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発足した｡学年進行で,博士後期課程まで出来ている｡入学資格では出身学部を問わず,社会人,

大学3年次修了者,文科系学部出身も主として面接によって行うというユニークな方法を取ってい

る｡

連携大学院

大学以外の研究機関が参加する場合で ｢連携大学院｣といわれている.1985年に埼玉大学理工学

研究科に理化学研究所 (特殊法人)の研究者が併任教授として参加したのが始まりである｡こうす

ると学生は大学以外の研究棟関に出向いて,そこで併任教授の指導のもとに実験などを通した研究

を行うメリットが生じる.92年度以降は筑波大学の6研究科と筑波研究学園都市の2省2庁所管のi

国立の16研究所とがこの形で連携した｡これは大学院が学校教育法の枠というか,文部省所管とい

う枠を超えて拡大していく先駆とも見られ注目されている｡

東京 ･調布市にある電気通信大は,87年に電気通信学研究科を博士課程まで設けているが,92年

度から学部に基礎を持たない独立研究科として情報システム学研究科を開設し,博士課程まで学年I

進行で完成させることになっている｡それに当っては,学内教員の活用の他,最寄 りの郵政省通信

総合研,NTT研究所,糊鉄道総合技研,等の優れた研究者多数に客員教授として協力を得ること

になった｡

教育方法の改革 tl

夜間大学院は89年度から関学した筑波大学 ･東京地区のカソセリング専攻 (教育研究科),経営

システム科学専攻,企業法学専攻 (経営 ･政策科学研究科)が,マスコミ等に派手に報道されて有i

名になった.しかし,先駆的試みとしてほ法政大が1952年から地理学専攻,日本史学専政を修業年

限3年で実施していた｡

筑波以後,青山学院大 (国際ビジネス専攻)姫路独協大学 (言語教育専攻,法律学専攻,政治学
丁

専攻),東洋英和女学院大,大阪教育大などに設置されている｡ 本格的生涯学習型の大学院として1 ㌧7F
評判だが,今後塀似の試みがさらに多くの大学で行われた場合,どれほど学生を集めることが出来

るかが注目される｡

また,大学院設置基準14条の教育方法の特例により,昼夜開講制を実施している大学院は,1990

から93年までの間に,大学数 (32-72),研究科数 (39-ナ106),専攻数 (129-302)とも急速に増

加しつつある｡

(辛)人文社会科学系大学院発展の可能性

以上のように大学院の拡充はさまざまな形で推奨されているが,人文 ･社会科学系の場合は,成

人を対象とした生渡学習型はともかく,高度専門職業人養成として発展は,当分は望めないであろ

う｡その理由は一言で言ってしまえば ｢大学院教育を受けたことが社会的に充分評価され て いな

い｣ (1991年5月 ｢整備充実について｣の大学審答申)ことにあり, ｢この分野について一般的に

は人材需要はさほど大きなものとして廟在化していない｣ (同年7月,審議概要)のである｡

しかし,この傾向について大学春の文書は個別大学に対して多分に訓示的である｡ ｢人文 ･社会

科学関係の分野では大学院の側において,体系的な教育研究指導体制の整備に努めるとともに,企

業等の人材需要の要因を的確に把捉し,大学院の理念,目的に留意しつつ,その需要に適切に対応
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していくことが必要である｣という (上記審議概要)｡ 純粋な人文科学系はともかく社会科学系や

学際的大学院の中に,教育研究内容が時代に即応して行く部門がより多く出現することは期待しな

ければならない｡その限 りではこの記述に異論はないが,ではそれは何によって可能なのか｡大学

人の努力よりも,まず社会の側にそれに対する強い需要が起きてくるかどうかの問題である｡上記

の審議概要は以下のように述べているので,この点もさらに吟味してみたい｡

①高度の専門的知識 ･能力を有する人材の養成を目的とする分野,例えば人間科学,カウソセ

リソグ,国際関係,地域研究,実務法学,社会情報システム,経営システム科学,現職教員の

1)カレソト教育などについては,既に需要が顕在化しつつあり,今後ますます増大するものと

予想される｡②人文 ･社会科学と自然科学との学際領域の発展も予想され,それらの分野にお

ける人材需要が増大することが見込まれる｡③職業上の知識のリフレッシュの必要性などから,

人文 ･社会科学全般にわたる成人層の生涯教育ニーズも高まりつつある｡

(Dは事実だが,我が国の官公庁や企業社会での ｢学 (部)卒採用 ･長期雇用制｣という慣行は根

強く,生涯教育訓練も組織のニーズによって行われている｡それ以按のことは周知のことだが,記

述の必要上簡単にいってしまえば,総合職として採用され (この言葉が91年11月刊行の 『広辞苑』～

改定版に収録された),幾つかの部処の仕事を経験し,場合によっては企業派遣の形で大学院修士

課程程度の集中教育を受け,管理職となっていく｡その過程で,その属する組織に相応しい能力が
タゝ

組織内で公認され,それに運も伴った者が幹部や経営者に昇進して行く仕組みである｡この仕組み
1I

は最近幾分は揺れてきて例外現象も目立ってきているが,なお基本的には牢固としたものがある｡

このため専門的知識 ･能力を有する者には多くの場合,専門職としての処遇しか与えられない｡
;＼≡ . L

人生が運や偶然に左右される可能性の大きい総合職よりも専門職を志向する人材は確かに増加する
,＼

こととみられる｡しかし,教員養成大学院のように国が幹部教員養成を目標に格段の財政措置を敬I )/ I

って始めた制度でも必ずしもその日的通 り運営されていないことを見ると,この面を大学院拡充の

方向として強調するにはためらいを感じざるを得ない｡現在,公立学校教員には,修士大学院に有I I

給のまま派遣する研修定員の枠があるが,この枠を幹部教員の計画養成の枠として使用していない

県も多い｡教員組合の反対でそれが不可能ということもあるが,県が有能な教員として期待してい

る層の人数はそう多くないから,教育現場から2年もの長期間手放せないのである｡･､

現在,私立大学の社会科学系大学院には司法試験志願者が席をおいているケースや,税理士志望L一

者が多数在学している慣向がある｡大学院のある科目が税理士試験の免除科目になる｡それを広報

して学生を集めている大学院もある｡専門職養成といえば聞こえがよいが,大学院が多くの分野で

このように利用される可能性が充分考えられるが,その自由な発展にゆだねることはともかく,公

費をかけて育成する必要がどれほどあろうか｡

②の学際的研究科はすでに随分誕生してきた｡ 『全国大学一覧』 (文部省)巻末の研究科名一覧

を拾えば人間文化,比較文化,文化科学,国際関係学,地域研究,政策科学,経済 ･社会政策科学,

国際経済法学,経営 ･政策科学,社会工学,環境科学,人間 ･環境学,総合科学,総合文化など,

新しい研究科名が目白押しである｡これらの研究教育内容を当事者以外で理解している者はきわめ

て少ない｡学際研究というのが,学問分野についての共通理解に混乱を与え新しい学問の進歩を促
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すものであることは認めるにしても,現状は氾濫気味のように思われる｡

それに学際といっても,それは学部段階の教育課程程度ならともかく,大学院段階まで深化すれ

ば,既成の学問分野のいずれかに包含されていくのではなかろうか｡また,確立し,定着した学際

分野はもはや ｢学際｣ではなく,一つの学問分野となる｡

国立大学の独立研究科などに学際大学院が多いのは,純粋に学問的な理由であるよりも,教員の

名誉心であり,待遇改善の要求である場合が多いことを,一般社会もある程度知っている｡国立大

学教員で大学院を担当しているために調整手当 (修士課程で本俸の4%,博士課程で8%)の支給

を受けている者は,すでに全員の8割に近づいているという｡このように増加してくれば,全員を

大学院担当にしないかぎり,少数派の諸問題を生じよう｡そこで同一大学内の既設大学院が拡張し

ないかぎり,学際型と称する別の研究科が,タコツボのように生まれていくのである｡

③の生涯教育の側からのニーズに,大学院拡充が期待しているところは大きい｡教育の機会均等

の精神からも,生涯学習を大学院程度の単位取得まで持続的に深めようという,向学心のある人材

に道を開いておくことは賛成だが,その人数はどれほどだろうか｡現在存在している潜在需要が満

たされれば,新規の需要はそれほど発生しないとも考えられる｡これらの理由から,人文 ･社会系

の大学院拡充政策には,質 ･量ともに問題が多いと見ざるを得ないのである｡

(ク)米国に習うというが

文部省において大学院拡充政策がいわjJLるとき,しきりに使われるのは欧米との比較,特に米国

との比較である｡しかし,米国の大学院は,現在のわが国とは異なった事情で,異なった方向で拡

大 している｡連邦教育省の1988年統計では,同年の学士が約 100万人,修士は約30万人,職業学位

は7万人という｡その修士 ･職業学位で1万人以上の分野を引き出すと囲みの別稿のようになり,
～lJ

これだけで全体人数の3分の2以上を占めている｡ ｢socialscience｣だ桝 まどういう内容か不明だ

が,あとはすべて職業資格に結びつく課程

であるO目下,わが国で人文 ･社会系で増

えているような課程ではない,それどころ

か,そういう分野は至って少ない.表には

のせないが,｢liberal/generalstudies6,171

人｣,｢areaande血nicstudies905人｣な

どとなっている｡工学や医学が多いことは

わが国同様である｡また全米で弁護士50万

人 (日本は約2万人)といわれる訴訟大国

を表しているとか,教員も修士 で な い と

Master'sdegrees(修士) ;

Alliedllealthandhealthsciences 18,523

Businessandmanagement 69,630

Education 77,704

Engineeringandengineeringtechnologies 23,426

PublicaHairsandsocialwork 17,150

Socialsciences 10,293
計 216,726

ProfessionalDegrees(職業学位) :

Law 35,467

Medicine 15,091

計 50,558

headteadler(日本では主任教諭程度の職)にもなれない,校長は博士でないとダメだという社会

状況を示している｡

いずれにしても,いま日本で新設が目立つ学際的分野で,米国の大学院が大きくなっているので

はない｡また日本での職業と学歴の関係は,米国とは異なるものであることはいうまでもないo

- 30 -



Ⅲ.高等教育財政の現状と課題

1. 公財政支出を中心に見た財政の現状

(ア)国 ･公 ･私立の特長

日本で大学 (大学院を含む,以下同様) ･短大を設置できるのは,国,地方公共団体 (都道府県

･市町村),学校法人 (私立)で, それぞれ設置者が主要財源を負担することになっている (設置
l

者負担主義,学校教育法5粂)｡また1994年の人数でみると学部学生248万人 うち国立23%,公立
E

3%,私立73%となっている｡短大を含めると国立のシェアは19%に低下し,私立は77%に上昇す

る｡私学を経営する学校法人の負担の大部分は学生納付金に依存しており,最近では国立大学の学
:L

生納付金も決して僅少ではない｡したがって,受益者負担の多い国であるということもできる｡こ
1

の構造は隣国の韓国に類似しているが,欧米と比べるとかなりユニークである｡いうまでもなく,

欧州は国立が中心だし,米国は私立大学から出発しながらも,現在では学生数では州立大学がはる
l＼ :

かに多い｡

最初に日本の高等教育の財政全体の構造を見ると,国公私立を合わせたすべての大学 ･短大の年
;し :～ . : . L

間支出額は,決算のすJkだ1992年で6兆円強である｡内訳は国立が約2兆2,000億円,公立 が約
iIl1., Zf ItノIrtH
3,800匿円,私立が約3兆5,000億円である｡私立の場合は学生納付金の額が支出額の57% (消費支
i1
出のみに対してほ81%)にのぼ り,財政面で学生納付金に依存している状況が明らかである｡これ
1 l( ＼ → l暮l
に対して国 ･公立では学生納付金の比率は10%程度である｡なお国立 ･41,公立 ･8,私立 ･29のし

大学が医学部附属病院を持っているが,その収入額のそれぞれの全体に占める比率は国立で19%,
て f L ∫

公立で27%,私立で21%となってお り,この点では大差はない｡
巨 -～ 1

国 ･公 ･私立とも同一の設置基準に基づいて設置 ･運営されているという点では,制度上の差は
t iil , L .

ない｡しかし実際にはそれぞれが,設置者の立場や意向を反映しながら,特色ある教育研究活動を
i ;･t

東関している｡国立大学の特長を私立大学との対比において整理すると以下のようになると,一般
i

に言われている｡

･学術研究と高度の人材養成の重視 :国立大学には多くの研究所が設置され,学外には大学共同利l

用機関が設置されている｡全国の大学院生の64%は国立に在籍 していることも,その研究棟能の重(

要性を示している｡ただ,人文 ･社会科学系では,私立にも国立以上の教育研究業績をあげ,社会

から評価されている大学も少なからず存在する｡
i

･専門分野別構成のバランス :国立では理科系 (自然科学系)の学生が約50%,教員養成系が約20

%を占めて,社会の人材ニーズに応えている｡これに対して私立大学では人文 ･社会科学系が65%

を占め,自然科学系は25%にすぎない｡

･地域的就学機会均等の確保 :私立大学は大都市圏に集中しているのに対して,国立大学は全国に

均等に配置されている｡

･横会均等への配慮 :私立よりは低額の授業料が設定され,奨学金の支給率も高い｡

これに対して,国は国立大学の設置者としての役割以外に,国公私立を通した高等教育全般の振
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興に関して一般的な責任を持ち,財政支出を伴う各種の事業を行っている｡1993年の一般会計から

のその支出は約1兆9,000億円である｡この状況を文部省の草原克豪 ･高等教育局審議官紘,①設

置者としての国立大学に対する予算支出,②私立大学 ･短大と一部の公立大学 ･短大への国庫補助,

③国公私を問わず,すべての高等教育機関を対象とした個人に対する経済支援の3点に大別できる

としている (『IDE/現代の高等教育』1994年8月号)｡

(イ)国立大学の予算

国立大学といっても,その経費がすべて税金で賄われているわけではない｡1995年の場合,大学

学部 ･大学院のほか附置研究所,病院の経費も含めて2兆5,364億円だが,このうち一般会計から

の繰入は1兆5,575億円で,全体の61.9%である｡あとは,学生納付金収入が約2,900億円で全体のI

11%｡病院収入が約4,500億円で18%,外部資金その他の収入が10%程度となっている｡I

国立大学の教育研究に必要な経費は,毎年大学からの要望をもとに文部省が一定の概算要求枠の

範囲でとりまとめて大蔵省に要求し,次年度予算の政府原案に盛 りこまれる｡その際,新鹿の組織
I I

を設置するために必要な定員や施設 ･設備費は,あらかじめ文部省の要求枠内に収まるように絞ら

れたうえ,さらに厳しい折衝を通して,総務庁や大蔵省の査定を受けることになる｡この文部省で

の取 りまとめの際と,決定した予算の配分の際に,個別大学は教育研究の実績や教育改革への取 りi

組み状況について,文部省の査定を受けることになる｡既に述べた大学院高嘩化推進特別経費 (95I

年度83億円)や最先端設備費 (同38億円),また大学改革推進等経費 (同41億円)のように,査定

のあることが公表されている項目もあるが,一部は隠微の間に行われる｡こういう財政による誘導
I･■

によって,国立大学のスみラップ･アンド･ビルトは緩慢ながら進行している｡∫

最近の10数年は厳しい財政状況のもとで,全体として既存の組織や定員,あるいは経費をスクラ

ップせずには,新たな組織の設置などを要求するのは難しくなっている｡また,限られた予算枠の1

中でやりくりするため,ともすれば施設の増改築の経費がしわよせを受けた｡80年度には1,500億
[こ ･: 1

円強だったのが86,87,88年度には800億円弱に低下していた｡その結果,国立大学の老朽化 ･狭

隆化が進み,社会的な問題となった｡このため92年度から ｢特別施設整備事業｣が行われた｡また

93年度には公共事業振興のために補正予算が3回組まれ,3,000億円ほどの事業が行われて,かろ

うじて最悪状態から脱出した｡

なお国立学校特別会計制度が開始されたのは1964年で,そのときは一般会計からの受 け入れは

82.1%だった｡それが70年代後半から80年代には財政難のために年 減々 り,1889年には59.7%にな

った｡そのころから国立大学の危機を訴える国立大学協会などのキャンペーンが一応の成果をおさ

めて,前述のように6割台に回復することが出来た｡

(ウ)私立大学等に対する国の補助

1949年に制定された私立学校法では,国 ･地方公共団体は私立学校教育に関して必要な助成をす

ることができると, ｢公の助成｣が法的に明確にされた｡最初に行われたのは施設 ･設備の整備に

関する長期低利の貸付事業-の出資だった｡また1953年からほ私立大学の研究設備に対する補助が

始まり,1995年度予算では約27億円である｡さらに1983年から研究装置に対する補助が開始され,

95年には約92億円となっている｡
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経常費に対する補助は1970年に始まった｡その後75年に私学振興助成法が制定されるに伴って金

額は増え,81年には2,835億 円に達し,経常費に対する割合は29.5%に逢したoLかし,その後緊

縮財政のもとに補助金は10年ほど抑制されて,最近若干増勢にあるものの,1995年度でも2,803億

円に止まっている｡この間の貨幣価値の下落と,大学生数の増加に伴って,補助金の経常費に占め

る割合は12%以下である｡またその配分方法だが,2,258億円は①学生納付金収入に対する教育研

究費 ･設僻費支出の割合,②学生定員に対する実員の割合,③専任教員に対する学生実員の割合な

ど,教育研究条件を点数化して,傾斜配分する一般補助である｡債斜配分の幅は基準値に対して上

は130%,下は17.5%までで,相当に大きい｡

545庶円は教育研究努力の項目ごとに配分する特別補助である｡ その項目は,高度化推進 ･生涯

学習推進 ･個性化推進各特別経費などと,国立大学への予算配分で項目のたてられているものであ

り,特別経費を通して,私立大学にも政策の浸透が図られることになっている｡しかも,特別補助

の一般補助に対する比率は年 増々大しつつあり,私立大学も特色の発揮が求められている｡
I

(エ)研究者 ･学生に対する財政支援

国公私立を問わず,文部省はtすべての高等教育機関の研究者 ･学生に対して支援事業を行ってい
＼

る｡その主なものは以下のようである｡
i

･日本育英会 (特殊法人)による貸付 :1994年度の場合,一般会計からの出資は794億円だが,他

に財政投融資資金417億円,過去の貸与生からの返還金900億円を合わせて,約46万人を対象に,∫

総額2,100億円強の奨学事業を行っている｡学部学生では ｢私立 ･自宅外｣でも月額57,000円で,
～ t ノ

生活費の半額程度だが,大学院博士課程では月額112,000円である｡なお,日本は米国などと異な
: /ii i

り,公益法人 ･地方公共団体 ･学校法人等が行っている奨学事業の規模は,奨学生29万人 ･事業総

額670億円にすぎない｡奨学金を支給されている学生数は学部で約1乱 修士課程で約3乱 博士
1

1日
課程で約6割である｡日本育英会の事業は95年度には若干拡大した0

･特別研究員制度 ;日本学術振興会 (学振,特殊法人) では①満34歳未満の博士課程修了者約600

人に,月額282,000円を2年臥 ②博幸課程在学者約1,900人に月額195,000円を2-3年間給与し

ている｡ほかに年額150万円以内の科学研究費が交付される｡これは研究者養成のためで,95年度

のその予算総額は約60鰭円である｡

･科学研究費補助金 :大学の教員等が申請して支給を受けられる科学研究費補助金の増額には格段
＼

のカを注ぎ,1994年には10年前よりほぼ倍増して824億円に適したO約8万件の申請に対して3万

件が認められている｡95年度も予算の平均の伸びをはるかに上回る12%増の924億円が計上されて- . I

いる｡ほかに,民間から国立大学に入れられる奨学寄付金は不況にも係わらず,93,94年度とも約

500億円を維持した｡これも10年前の約3倍で,産学共同は静かに進行している｡

科学技術庁など他省庁の科学技術振興予算は配分先を特定していないが,大学特に国立大学の関

係者に配分される額が多い｡95年度予算では以下のようになっている｡

95年度 (94年度) 増加率

科学技術振興調整費 (科学技術庁) 185億円 (155億円) 19.4%
I

産業科学技術研究開発制度 (通産省) 246 (235 ) 5.4
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厚生科学研究費 (厚生省) 114 (112 ) 1.4

地球環境研究総合推進費 (環境庁) 24 (23 ) 6.5

また,留学生に対する支援が文部省予算だけで440億円 (94年度)に達 しているが,その詳細は

省略する｡

2. 高等教育財政の課題

この課題について文部省は第2次大戦後一貫 して,国立大学 (附置研究所,共同利用枚閑等を含

む,以下同様)に対する公財政支出が少ないことを訴え続けている｡また,最近の10年間は授業料

が高い割 りに,それに見合 う奨学措置がとられてなく,受益者負担が多いことに不満を持っている｡

これに対する筆者の大まかな所感を言えば,民間にあって評論していた時期には,同感という以上

に危機感を持ち,財政当局を批判し,このことに世論の支持が乏 しいことを嘆いていた｡1985年前

後,臨教審専門委員として高等教育改革に多少とも責任の持てる発言ができた時には,大いにこの

ことを発言した｡ しかし,その後自らも国立大学の一員になり,内部の状況を実感できるようにな

った現在では,若干異なった感覚も持っている｡文部省の一貫した訴えにもかかわらず財政当局が

国立大学財政に対する基本姿勢を改めないことにもそれな りの理由が見えてきたが,ここではそれ

には立ち入らない｡

(7)対国民所得比は少ないというが

表8は,文部省がよく用いる数字であり,釆国と欧州主要国と比べて公財政支出が乏しいことは

明らかである｡ しかし,国民総生産 (GNP)が大きくなった現在では, ｢その1%とされている

日本の防衛費｣の絶対額は,いまや米国に次いで世界2位である｡各国の大学を訪問してみて,普

たその普通の教員に接してみて,その貧 しさは日本の一般教員と同様ないし,それ以下であること

を実感する｡もちろん米国のアイビー･リーグの大学キャンパスとか,英国のオクス･ブリッジの

表8 公財政支出高等教育費の国際比較

出典 :｢教育指標の国際比較 (平成 5年版)｣
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校地 ･校舎の宏大きや美しきは日本と比較にならない｡碩学の社会的地位の高さも,経済的優遇も

目立つところである｡しかし日本でも,東大や京大,私立でも慶応 ･早稲田･同志社などのキャン

パスは狭隆だが,そこに1世紀の年輪を感じられるようになった｡国際的に活躍している教授の研

究室には,絶えず外国人の来客があり,年に10回以上も海外に,講演 ･会議 ･学会に出向くという
t

人も少なくない｡

私立マスプ.,大学のキャンパスは狭隆である｡地方国立大学のキャンパスは広いが,1960年代に

建てられた安物の不燃建築が,貧しく建っている｡しかしフラソスやイタリーの国立大学は昔から

雑跨していたし,最近学生が急激に増えた ドイツの大学も通路に腰掛けて講義を聞くほどのマスプ

ロ授業である｡

教員の待遇はよくないというが,これは国立大学と私立大学,文科系と理科系に分けて考える必

要がある｡国立大学教員には国家公務員給与の教育職俸給表が適用される｡国家公務員給与は,袷

与の高額な金融 ･商社 ･ジャーナリズムなどと比較すれば低いが,民間給与平均を上回っている｡

国家公務員の退職金や年金は民間平均より高額で,支給条件がよいし,地方国立大学の大半では,

教員の定年は65歳である｡理科系を中心とした実験系の教員は遇に5日研究室に詰めているが,文
i l【

科系を中心とした非実験系の教員の勤務は,最近入学試験業務や教務関係の会議が増えたとはいっ

ても,民間の管理職に比べればまだテクである｡

私立大学の場合町は ｢週3日出軌 授業は6コマ｣が平均的な勤務条件といわれているc lコマ

の授業は大半が90分である｡そして,学部長などの責任者でも年間40週,一般教員ならば30遇程度

の勤務である∴授業には自宅等での研究活動の成果を反映するように努力していれば別だが,そうiI
でないかぎりは ｢労働貴族｣である｡8月の2週間,私立大学に電話をかけると ｢休暇中｣というi

録音が聞こえて,キャソパスはまったく閉鎖されている大学も少なくない｡それでいて,私立大学

教員の給与平均は国立を上回っている｡私学振興財団はその実体を把塩しているが, ｢国立より1

割はど高額｣というその平均を,国会質問などの機会に公開した以外の詳細は公表していない｡東
i

京や京阪神には,国立を3割がた上回る大学も多いという｡

ここ数年,私学経常費補助金は毎年大蔵省の財政審議会で減額が主張され,政府案決定の最終の

閣僚折衝で特別補助分で前年を若干上回った額に決定される｡これは,過去において私大の教育研

究条件の改善に使われた部分はあったにしても,それよりは,教員 ･職員の待遇改善に振 り向けら

れたことが,財政当局の目についたためといわれる｡

高等教育の拡大に伴って,大学の教職員数は肥大している｡ 〔1955年-85年･-93年〕の間を比較

すると,教員 (教授 ･助教授 ･専任講師 ･助手)の人数は 〔38,010人-112,249-131,833〕となっ
】

ている｡このうち教授職だけでも48,567人という｡他に短大教員が21,111人いる｡また職 員数 は

〔51,132人-154,368-167,233〕となっている｡短大職員は約1万人である｡職員の中には病院看

護婦などの医療系約7万人を含んでいる｡これらを一律に論じるのは不可能である｡

優れた教育研究業績をあげている教員の特別待遇方法を考えるとか,民間の高額企業と比べてだ

けでなく,公務員の課長職あた りと比べても給料の低い40歳前後の助教授級の待遇を厚くするとか,

改善すべき余地は多々ある｡しかし全員一律に待遇改善を考えるのは不可能である｡
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研究費についても同様なことが指摘できる｡既述の科学研究費や民間からの奨学寄付金の他に,

国立大学教員には格別申請 しな くても配当される ｢教官当た り積算校費｣制度がある｡光熱 ･水道

料や部局の共通経費もここか ら支出されるから,教員が個人の研究 目的に使用できる額は僅かであ

る｡ しか し,地方国立大学の文科系 (非実験)のもっとも配分の少ない部局でも,個人の図書費等

に充実できる金筋が数十万円はあるといわれる｡教官当た り校費のような制度は欧米の大学にはな

い｡優れた研究により多 くの資源を投入する方法をさらに検討するとい う状況であろ う｡

(イ)学生納付金は世界一高額だが

最近, 日本の大学は私立だけでなく国立でも学生納付金が高額ではないか と言われている(表 9)｡

蓑9 諸外国の学生納付金の状況

(注) 1. イギリスの授業料徴収有無欄の△印は,当該授業料相当額が,学生の出身地方教育当局 (県 ･都

市区)に給付が義務づけられている学部学生奨学金に含まれており,地方教育当局から学生が入 ･

在学する機関に直接支払われるため,学生の実東的な負担はないことを表すものである｡

2. 出典 :｢教育指標の国際比較 (平成5年版)｣

その後の為替の変動を考えれば,日本はさらに実質高額化 していよう｡ しかも欧州の大学では授業

料の徴収がない｡米国の有名私立大学の授業料は日本よりも高額だが,授業料免除学生が多 く,さ

らに半額以上の学生がそれを補 ってあま りある各種の奨学金を受けている｡地方から東京圏や京阪

神の大学に入学させると,親の負担は年間 250万円以上になるとい う調査が,学生生活協同組合な

どで行われている｡

しか し,最近の日本の学生 と親はこのことにあま り不満の意志表示をせず,ひたす ら大学進学を

目指す懐向にある｡文部省の学生生活実体調査によると,親の年間収入額区分別の学生数の割合は
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表10のようで,所得による差は小さい｡

表10 45-54歳の親の年間収入区分別学生数の割合 (大学昼間部,1993年,単位 :潔)

出典 :平成4年度学生生活調査報告文部省

第 1.5分位 と第5.5分位を比べると,前者で国立が多 く私立が少ないが,その差はそれほどでは

ない｡ さらに入学金 も増額 され,1995年度は27万円と,私立の平均 とはば同額になった.1975(昭

和50)年 ごろまでは授業料の引き上げは学生の強い反対に逢い,ス トなどの原因にな りかねなかっ

た｡ このため私立との差は 5倍ほどあったのだが,いまでは 2倍を切っている｡ しかし学生自治会

の反対は申し訳程度で,一般学生の同調はない｡

これに見合 う奨学事業の規模はすでに書いたように,3,000億円にならない｡ ほかに国民金融公

庫の入学時支度金等の一時 p-ソが最近は伸びて2,000億円を超 している. これを合わせても5,000＼･I

億円ほどである｡米国では,給与 と有利子 ･無利子の貸与を合わせると2兆円ほどになるとい うか

ら, 日本の奨学事業はきわめて遅れているのである｡

しか し,そのことが格別社会問題にもならないところに日本社会の特性があるのではなかろ うか｡

日本では昔か ら当人は ｢苦学｣ して,また親は ｢田畑を売って｣進学させるとしこう風潮で,公的な

機関から奨学金を借 りるとい う習慣が乏 しかった｡明治になって,旧藩が奨学事業をした り,東京

に寄宿舎を建てた りしたが,そ うい う社会的事業が拡大 しない うちに戦前期は終えた｡戦後 しばら

くは育英奨学事業どころではなかったので,公益法人等の事業総額はいまだに700億円に達 しない｡

しか し,これも着実に伸びてお り,今後の展開は期待される｡

〔お断り〕本稿は筆者の下記の既発表執筆に基づき,その彼の動向を加えて再構成したものである｡

『俄後大学政策の展開』 (玉川大学出版部 1993年)

｢日本の大学設置基準運用の経緯と課題｣ (飯島宗一他編 『大学設置 ･評価の研究』東信堂 1990年)

｢大学設置基準運用の軌跡と今後｣ (『IDE.現代の高等教育』1991年9月)

｢修士課程の多機能化をいかに考えるか｣ (同上.1993年7月)

｢育英奨学事業雑感｣ (同上.1994年11月)

｢経済団体の教育提言 ･過去と現在｣ (同上.1995年12月)

｢国立大学の役割と今日的意義｣ (『国立大学財政基盤の現状と改善』,国立大学協会 1992年3月)

｢個性を伸ばす教育の推進について｣ (『教育委員会月報』1994年4月)

また ABSTRACT には Jaj･anUpdate(1994,December)掲載の拙稿 "ChangingColleges‥Reformes

DiversifyUnivensities"を用いている｡
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高等教育研究会編集 『大学の多様な発展を目指して』 (Ⅰ 大学審答申集,Ⅰ 平成 5年度以降の高等教育計
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文部省 『大学審議会ニュース』1-13号
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〔ABSTRACT〕

JapaneseHigherEducatiorLReform in1990'S

･ RyoichiKUROHA*
T∫ i

Thereareroughly550universitiesinJapan,includingnational,publicandprivateinsti･

tutions.Thesedays,allatonce,theyarereformingtheirorganizationsandcurricula.This-_∴~二~~∴ー_-

isthefirstsuchwidespreadreforh sincethepresentfouryearuniversitysystem wasstarted

in1949,whenJapahwasstillundertheoccupation oftheAlliedforces.Beforethewar,

Japanhadabinaryhikhereducationsystem consistingofuniversitiespluscollegesandspe-

cialschdols.UniversitiesinvolvedmorethanRveyears,CombiningapreparatorycourseandI ､
aregularcourse,whilecoll&esand･specialschoolstookthreeyears.UndertheAllied Oc･

cupatioh,thiswasreformedintdthesinglesystem kno心nasthe6-3-3-4system-sixyearsI

ofjprimaryschool,threeyeチrsOfjuniorhigh school,threeyearsofseniorhigh schooland:l, ㌔. ∫.I 1.I 1 I . . I.?メ
fouryearsofcollege.Withtheexceptionofmedical,dentalandveterirlaryStudies,alluni-lt ノ
versityeducationbecaldefouryears.Universityenrollmentexpandedby10timesthelevell/ I
befdrethewar.Underthesystem,theUniversityofTokyo,world-famousforitstough1
entrance-exam race,andaino･nameuniversitythとthasgreatdifhculty丘11ingitsenrollment

quotaareclassi丘edthesame.

鰹 撃 轡 or.thereform bein,gcarriedout,tらdaybyalluniversitiesistheattempt
todiversify udderthissystem.̀Inthe'pastseveralyears,about600,000studentshaveentered･J J▲
collegeTeachl'year･Thi占isabout30perceht)ofthetotalpopulationoftheiragegroup.Uni-｢
versityorganizationoffacultyandadmiriistrationnaturallymustdiversifyin 1inewith the

`

popularization｡funiversityedJcati｡n.H｡W｡ver,thef｡rme,StandardsfortheEstablishment●
ofUniversities,′oneoftheregulationsoftheMinistryofEducation,recognizedonlyonekindl ■ .■ . I
ofuniversityorganization,anditwasrigid.InJuly1991,theMinistryofEducationrevisedrl 】 I
thestandardscompletelyandmadeitpossibleforeachdepartmentanddivisionofauniver･

sitytodesignandconductits占urriculum freely. ,

ItisnotbecauseofadministrativenegligencethattheMinistry ofEducation didnotl
totallyrevisethestandardsearlierdespitethefactthatthediversi丘cationofuniversitipsbe･■
camecoBSP減 益usmanyyearsago.Therewasafearthatunlessthestandardswerekept

strict,univer'sitiesmightlowertheirqualityofeducation.Thefearpersiststoday.Therefore,■

the;LtandirdsJretainprovisionssettingthe"totalframe"ofauniversity,suchastheratioof

血eareaofschool ridstobuildingsandofteachingstaHtostudents.

forthebrisk reform ofuniversitiesisthedecreasein theyouth+Ea

eduX system,inwhichchild,enenterprimaryschMlatthepopulation.UnderJapan'S

ageof6,thetimeforthem toadvancetocollegeusuallycomeswhentheyare18.Thepop-

ulationof18-year-oldswasaround1.6millionfrom the1970S血roughthe丘rsthalfof血e
1

1980S.Thenumberincreasedthereafter,andexceeded2millionin1991and 1992.Butit

*ProfessorandDeanoftheFaculty,NationalInstitutionforAcademicDegrees
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isnowdecreasingandisexpectedtofallto1.5millionin2000.Therecenttrendinbirths

tnmdicearae,S.:nadtlt:e.,1InyleVaer,'S?:Yd:oapnualgaet慧 Iasevbeenetnu誓 還 togr.aE:huIinli2us.::1･!iosnish?nVee:

bytheincreaseinthepopulationandbytheriseintheratioofstudentsgoingontohigher

education.Butfrom now on,universitymanagementisgoingtojoin theranksof"struc･

turallydepressedindustries"forsure,Universitieshavealreadystartedtoviewi血 eacho血er一-■一一
toattractstudents.Itisalsonecessaryforuniversitiestoattractolderradul-tswhodid not

receivehighereducationintheiryouth butarenow eagertocontinuetheireducation.Thus,

universitieshavebecomeenthusiasticabolltreStruCturingtheirorganizationsandcurricula.

Anotherreasonfortherestructuringofuniversityeducationsis血egrowingneedto

developspecialListsartdprofessionalswhohavebeenmadenecessarybyadvancesin science

andtechnologyandby血eincTeaSingcomplicationof血eeconomicstructureofsociety.

珊 foruniversityreform is■rathertechnical‥theproblem ofthe"piledup"
system involvinga.cpnsiderablenumberofJapanesepniversifies･･UndertheoldSta& s

fortheEstablishmentofUniversities,universityeducationwastoprovidealiberaleducation

for"developingpeopleofbroadanddeepculturalre点nementandabundanthumanqualities."

andtoprovidespecialorprofessional education･Thereyereno触 S･regardingthe

educationalstructureforthis･However,becqusetherequisitenumberofunitsforbothwere

close,manyuniversitiesoHeredliberaleducationforoneandahalftotwoyears,andspecial

oとprofessional占ddcationontopofthat.

Moreover,inth/ecaseofnationaluniversities,thesalariesforprofessorsofliberaledu･

cationwerelowdespitethefact血attheyhadaheavierteachingloadthan血osein depart･1 ･r
mentsofーspecialandprofessionaleducation,Alongwiththerevision oftheStandardsfor

theEstabli払mentofUniversities,theMinistryofEducationbegantotryto eliminatethis

dualstrJdctureofuniversityeducatiodandteachersthrough administrativeand Gscaleuorts.1

Thiヲisth鯉 塑 サ rthatisleTdingtothev蜘 ofiidiJidual universities･
Asfdf､血esubstanceofthereforms,血eyaresovaried血atitisnotpossibletogivea

comprehensiveexplanationinthelimitedspaceavailablehere.Thereforeweshalltouch on

threeaspectsthatarecommontothereformsofalluniversities,referringtodatacompiled

bytheMinistryofEducationinMay.

問 scurricula- efor.-･Alr.eady･abouttwo･thirdsofna.tionalandpublicuniver･
SitiesandjustunderhalfofprlVatetfnlVerSitieshavebeguntorevleW thedivisionbetween

compulsoryandoptionalsubjects,establishcomprehensivesubjects,review theclassi丘cation

ofsubjectsandreview theunmberofunitsnecessaryforgraduation.Manyuniversitieshave

ado置 悪 霊 sors:st.efmtefaocrhiSnegm::≡.ad:?tlenaCthhii:gAeflOdr,e.ihgenI::eguuas:三主thete,ms,Ltbui
isnotable.ManyAmericanuniversitiespreparea syllabusforthefullterm,andsometimes

alsoforeachmonthorlesson.lnJapan,evenamonguniversitiesthathaveadoptedsyllabuses,

onlyfullterm syllabusesareprepared. This is not to say that instructors of allsubjects

shouldprepareone･mon血 orone-lessonsyllabuses. Theremay beclasses in which leSSOmS

centeraround reports submitted by students on predetermi ned subjects. Al so,regarding

scicncecourses,thereisnoneedforreform now,because the specialization and levels are

well-established.TheMinistryofEducationsisinterested in whe血eror not there are syl･
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labusesinthehumanitiesandsocialsciencecoursesbecauseclassesin these丘eldsusedto

beconductedratherlooselyinmanyuniversities.

隅 eform concernsself･examinationandself-evaluationregardinguniversityman･

agementandeducation･TherevisedStandardsfortheEstablishmentofUniversitiescontain

aprovisionthatexpectsthatself-examinationandself･evaluationwillbeconducted.National

universities血atcannotsubmitareportontheirimplementationofthisprovisionwillprobably

beatadisadvantageregardingbudgetary nthefollowingyear.Inthecaseof

privateuniversities,inapplyingtotheMinistryofEducationforpermission toestablisha

newdepartmentordivision,ortoreorganizeexistingones,auniversitywillhavetosubmit

documentsregardingthereform ofexistingsections.Thisvirtuallyぬ practiceispro-

motingself･examinationandself･evaluation.However,amongexpertsinuniversitypro†)lens

血ereisaviewthattrueevaluationisnotpossibleunlessconductedbyapeergroup,such

asbythekindofaccreditationagenciesthatexistintheUnitedStatesandareactiveona

regionalordisciplinarybasis.

Universityreform inJapanisonlyatitsstart,anditisnotcertainwhetheritwillbe

implementedcompletely.Whatever血ecase,thefactthatforthe丘rsttimesince血estartof

血epresentuniversitysystem themajorityofuniversities,eachonitsown,havestartedto

makereform offortsis,initself,ofgreatsigniacance.
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